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近世トカラと漂流・漂着

－中国・朝鮮との関わりを中心に－

渡辺美季

０．関心の所在

屋久島と奄美大島の間に縦長に点在するトカラ列島は、その地理的条件から様々な文化

の結節点として東アジアにおいて重要な役割を果たしていたとされ、民俗学や地理学など

の諸分野で活発に研究が進められてきた地域である。しかし、相対的に歴史学の分野では

研究の蓄積が少なく、未開拓の部分が多い．この状況を「奄美・琉球研究のいわば谷間に

あって影が薄い」と指摘した真栄平房昭氏は、中世日本の「境界」という視点からトカラ

列島の歴史的位相を探りつつ、中世から近世初期におけるトカラの「対外関係」（倭冠．島

津氏の琉球出兵．異国船の来航などとトカラとの関わり）の諸相を描いてみせた［真栄平

2001]。

しかし近世期のトカラにおいて「外」とのどのような出入りがあったのかは未だ十分に

は明らかにされていないように思われる。この場合の「外」としては、①日本の他地域や

②琉球、そして③それ以外の地域（いわゆる「異国｣）などが挙げられるが、近世期、とり

わけその大部分を占める江戸時代においては、幕府によって異国との関係が厳しく統制さ

れていた点を鑑み、ここでは特に③を取り上げ、近世（主に江戸時代）のトカラが「異国」

とどのようなどのような関わりを持っていたのかを考えてみようと思う。北上する黒潮に

隣接し古来より様々な交流の歴史を持ったこの地域が、近世期にどのような「異国体験」

を蓄積してきたのだろうか。こうした歴史的事実を明らかにすることは、トカラ近海及び

トカラ列島が当時の人々にどのように認識され、またそうした認識は当時の政治や文化へ

どのような影響を及ぼしていたのか、と言った諸問題を解く鍵にも成り得るはずである○

江戸幕府によって対「異国」関係を厳しく制限されていた当時、異国との関わりが生じ

る最大の機会は、異国船の漂流・漂着事件及び寄航事件であった。後者に関しては真栄平

氏の指摘したオランダ船ズワーン号の寄航事件（1644）や、イギリス坂の戦いで有名な英

捕鯨船の宝島寄港事件（1828）が知られている。では漂流・漂着事件の諸相はどのような

ものであったのだろうか。『十島村誌』に指摘されている外国船の漂着事件は１８２２年の

朝鮮人漂着の１件のみである。その他にトカラ研究を主題としない諸論考の中で幾つか言

及されている漂流．漂着事件もあるが、トカラに焦点を当ててこのテーマを扱った研究は

今のところ皆無である。そのため漂流●漂着事件によるトカラと「異国」との出入りの全

容は未だに荘漠としている．

そこで本稿では近世トカラの対「異国」関係を、主に漂流・漂着問題を切り口に追って
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いこうと思う。具体的には江戸時代の対外関係や薩摩藩政の基本的な史料類から可能な限

り事例をピックアップし、①「近世期トカラの漂流・漂着年表」を作成すること、②そこ

から見える幾つかの論点を提示すること、③この素材が今後活かされるよう主立った史料

の記載を集めた史料集を作成することを目的とする。また、そこに少なからず見える琉球

との関わりも指摘してゆく。

１．近世トカラと漂流・漂着

（１）先行研究

七島灘で難破したり各島に漂着したりした事例として、「十島村誌』では１８２２年から

1867年の間に計１３件（朝鮮船１・琉球船２．他国船２.藩内船７．その他１）が挙げら

れている。近世期におけるトカラ列島の海難記録をデータ化したものは管見の限りではこ

れが唯一の先行研究である。この中で異国船漂着事例として挙がっている１８２２年の朝鮮

船漂着の事例に関しては「十島村文化財調査報告書（第二集)』に地方史料として「中之島

に朝鮮人漂着二付取佛勘定蝶」が掲載されている。その他に、池内敏氏が作成した「近世

朝鮮人の日本漂着年表」の中に、トカラに漂着した朝鮮人の事例が６件挙げられている［池

内1998]。

（２）史料及び年代

今回、近世期のトカラ列島と異国との漂流・漂着事件をデータ化するに当たって、筆者

が重点的に調査した史料は以下の通りである。

〔日本関係〕通航一覧、通航一覧続輯、｜日記雑録、長崎志、華夷変態

〔朝鮮関係〕同文彙考、漂人領来謄録

年代は江戸幕府の存続期(1603-1867)を中心に１６００年から１８６７年頃までを調査した．

（３）近世トカラ列島における漂流・漂着

その結果、近世期の漂流・漂着は主に「中国・朝鮮」との間で発生したことが分かった。

漂着に関しては以下の通りである。

識＝活ニニニニニ
その他に異国船の寄航事件や、漂着事件かどうか不明な事件が計３件あった。

次にトカラ列島からの漂流に関しては以下のようになった。
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漂着地
諏訪之瀬

島
宝島 平島 中之島 ロ之島

○
・ 計

中国船 ２ ３ ２ １ ０ ２ 1０

朝鮮船 ２ １ ０ １ １ １ ６

計 ４ ４ ２ ２ １ ３ 1６

中国漂着 １

朝鮮漂着 ３

計 ４



トカラに漂着した中国人は、薩摩経由で長崎に回送され、長崎に来航する中国船に便乗

して帰国した。朝鮮人は、対馬に回送され、そこから朝鮮に送還された。中国に漂着した

日本人は多くの場合、乍浦に集められ、そこから長崎行きの貿易船で送還された。朝鮮に

漂着した場合は、釜山の倭館に送られそこから対馬経由で送還された。簡単に示すと以下

のようになる。

中国人→トカラ漂着一薩摩→長崎一中国

朝鮮人一トカラ漂着→薩摩→長崎→対馬→朝鮮

日本人一中国漂着一乍浦→長崎（→薩摩→トカラ）

日本人→朝鮮漂着→釜山→対馬→長崎（→薩摩→トカラ）

こうした送還システムに関しては、［春名1995］［池内1998］などによってすでに研究

が蓄積されているので、詳しくはそれらを参照されたい。

さて前掲の史料やそれらを用いて作成したデータの大きな問題点として、史料の記録』性

にばらつきがあり、全ての事例を拾えない点を指摘しておきたい。対朝鮮の漂流・漂着事

例に関しては、対馬及び朝鮮に網羅的な記録があるので「送還された事例」はほぼ100％

明らかになると言ってよいだろう。問題は、そうしたデータベース的な史料が作成されな

かった中国に関してで、偶然史料上に記載された事例しか拾えないので、多くの事例を見

落としている可能』性がある。その他に「送還されない漂着民｣、すなわち破船せず漂着地か

ら自力で帰国（自力回航）した船に関しては、トカラに関しては全く把握できなかった。

近世期琉球にはそうした船が多く見られることから、トカラにおける「自力回航」の実態

も今後明らかにされるべき課題の－つであると思う。

また別の問題点として、「トカラのどの島に漂着したのか、どの島から漂流したのか」

という情報が史料上に記されていないケースが散見される点を挙げる。当時、「七島のどの

島か」という情報は、「(七島の外において）記録を残す側」にとってはあまり重視されて

いなかったことが窺われる。これはすなわち彼らがトカラの各島の内部構造などにも余り

注意を払っていなかったことの現れであると思われ、上記のような史料からトカラ自体の

歴史をどのように明らかにし得るのかという問題が大きな課題として存在することに注意

すべきであろう。

２．中国・朝鮮からトカラ列島への漂着

こうした史料上の制約はあるが、その中から僅かに見えるトカラに関して論点を二点に

絞って考察してみたい。

（１）トカラに漂着するということ

奄美大島とトカラを横切って黒潮が流れている関係で、トカラ海域は「七島灘（落際)」

と呼ばれる船の難所であったことはつとに有名である。そのことは「中之嶋と申所、潮並

悪敷所に而御座候、殊に警固之日本船逗留不成所に候條、大嶋へ参可然とて…（中之島と

言うところは潮並が悪い所で、殊に警護の日本船も逗留できない場所なので、大島へ行く
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べきだと…)」'などと漂着船に関する記録からも窺われる。ただし当時の人々が七島灘を、

どの程度「黒潮」として認知していたかどうかは注意を要する問題である。川合英夫の研

究によると、この付近での黒潮に相当する海流注記の初見は『正保琉球国絵図』（1646-47）

の「琉球国［大嶋］絵図」に見られる「七嶋之内とからよりふかいか浦湊迄海上三十五里

巳之方二当ル此渡昼夜共二潮東へ落ス」という記載であるという［川合１９９７：134]。そ

して古代。中世を通じて日本人による黒潮の記載は見当たらないとのことである。

ともあれ黒潮の認知の如何に関わらず、遭難した人々にとって陸地であるトカラ列島に

辿りつけたことは喜ばしいことであった。諏訪之瀬島に漂着した事例４の中国人の場合は

以下の通りである。

帆揖を損じ、既に沈溺之危き躰に而、運にまかせ漂流仕罷有候内に、十月朔日に、又々

逆風に逢申候所に、折節山を見かけ申侯に付、幸之儀と奉存、碇をおろし申候、尤其

節爲案内、石火矢をうち申侯得者、警固船被差出…（帆柱は破損し、既に沈没しそう

になりながら、運に任せて漂流していると、１０月１日にまた逆風に遭ってしまいまし

た。ちょうどその時、山を見掛けたので幸いに思って碇を降ろしました。その時知ら

せるために石火矢を打ちましたら、警護の船が［島から］差し出されました｡）２

しかし折角陸地にたどり着いても、トカラの場合、船が着岸したり船を保護したりでき

るような十分な港湾設備が無かったようである。宝島に漂着した事例３の中国人の場合は

次のようであった。

尤其節北風強<御座侯故､挽船を申請候義も難成､殊に其邊船を繋ぎ可申湊も無御座、

－船之者ども斗方を蟇罷在候虚に、小船壹艘被差出、琉球之大嶋深江浦と申湊へ被導

…（尤もその時は北風が強かったので引き船を求めるのも難しく、その上その辺には

船を繋げられるような港もなく、船の者たちが途方に暮れていたところ、［宝島から］

小船１艘が差し出され琉球大島の深江浦という所へ導かれた）３

その他にも「唐舩之儀老湊無之虚江繋置候二付、所之者共出精候得共、手二及不申、去月

五日終令破損候間（唐船は港のない場所に繋いでおき、地元の者達で精を出しましたが手

に及ばず、先月５日に遂に損壊してしまいました)」４、「其上七嶋之儀湊無御座（その上七

島には港が無く…)」５などの記録が見られる。すなわちトカラは「七島灘（＝海の難所)」

などよりも、むしろ「港の無い島々」として強く認識されていたことが窺えるのである。

そしてこのような中、ようやくトカラに「漂着」した船々は、概ね「満身創瘻」と言っ

て良い程の状況であった。例えば事例７の中国船では「連日風波甚狂、至十五晩、被西風

吹断猫索、本船打破、連貨並無一物存留（連日風波が烈しく狂い、１５日の晩に西風に碇綱
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を吹き切られ、船が打ち壊れ、荷物は少しも残らず…)」６という状況であった。積荷に関

しては、当時遭難船は船体を少しでも軽くするためしばしば「海中への積荷投棄」を行っ

ていたことにも注意を要する。事例１の中国船では下記の如きである。

翌十九日に又々風難に逢、漸七嶋之内、中之嶋大川浦極致漂着候、然るに依て、右十

九日之夜、洋中に罷在候内、風難最中之節、無是非船中之荷物、手がかりに御座侯分、

大小物數百四丸、海中仁捨申侯、此内大分は薬種、砂糖、客共手廻りに而御座候、其

外端物、さや之類、都合試百端余捨申侯、其節船之儀は、尤無蒜御座候得共、帆柱を

受け持有之候胴木と申物くつろぎ、又は梶所もゆるぎ申所有之、其上帆之綱なども、

度々之風雨之難に月、少々くされ申、つよみ無之様に罷成…（翌日１９日に又々風難に

遭って、漸く七島の中之島大川浦へ漂着しました。その夜、まだ海上で風難に遭って

いる時に、

てました。

泄<Ｆ}片ＥＰＯ 物数百四丸を海中に捨７）プ｢~ノI、り‐ﾘＴＩＬｄｉ

その大部分は薬種･砂_糖・乗客の手荷物で、 その他に端物 ・さや物の類も

合計２００程捨てました㈱ 船は無事でしたが、度々風波の難を受けて少し腐り弱体化し

ています｡）７

また事例１４の中国船に関しても次のような記録がある。

俄に西北の風をこり、橋を折揖を取られし故、荷を捨空船にて数日標ひ、十二月三日、

風烈敷本船打碑し故、橋船に乘移り、風に任せ標ふ内、磯邊に吹付られ、皆々磯へ上

りしに…（突然西北の風が怒り帆柱を折り舵を取られて、 積荷を捨て空船の状態で数

曰漂流し、１２月３日に風が烈しく吹いて船を打破したので、ボートに乗り移り、風に

任せて漂う打ちに、磯部に吹き寄せられ、皆で磯に上がったところ…）８

近世期の薩摩藩に中国船の漂着が特に多いことから、漂着を装った密貿易の存在を推測

する説もあるが、上述のような実態を鑑みると、ことトカラに関してはその仮説は成り立

ち難いように思われる。

（２）トカラにおける処置

次にトカラ列島における漂着民の処置について述べる。

①トカラの政治的構造

七島（トカラ列島）は鹿児島藩船奉行の管轄下に置かれ、ロ之島・中之島・宝島には宝

永（1704-11）頃に津ロ番所が、寛政元（1789）年に異国船番所・異国船遠見番所が設置

された。これら三島には鹿児島城下から城下士が二人ずつ派遣されて在番を勤めた。これ

が口之島在番（口之島・臥蛇島・平島)、中之島在番（中之島・諏訪之瀬島・悪石島)、宝

島在番である。この在番の下で、各島の門閥家の当主が郡司として浦役を兼ねながら島政

６事例７

７事例１

８事例１４

(史料⑦-Ａ)。

(史料①-Ａ)。

（史料⑭Ｂ)。
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に当たった．また在番とは別に横目も派遣されていた（鹿児島藩庁から一年交替)。

②救助・尋問

薩摩藩では海上に船が発見され漂着船と確認されると、安全な場所に船を誘導した上で

「諭単」という問答例を以て尋問が行われた9.列朝制度（５４巻４４０７号．１７４５年）には

以下のように定められている。

唐船可致漂着榛、遠見番之者並海邊之もの共見及、告來候ハマ、早速所之役人中罷出

見合、若碇を卸候ハマ、小船餘多差出之、早速諭軍之書付を以、漂着之次第相尋、湊

へ引入候歎、湊無之候'ｗ、近邊之湊又は繋場能所へ挽入候歎、見合次第、唐船不致

破損様差引仕、右唐人何國之船、人數何拾何人、或長崎へ來朝何方へ差越、何月何日

何方より出船、何月何日何所へ漂着碇を卸候、南蟹宗旨之者、同書信等、其他毒藥、

不載來由、－紙之書物同案威通、唐人え申付、唐船主印判押セ取之、委細之書状相添、

異國方御用人迄、早々宿次を以可差越侯、唐人書物之旨を以、長崎へ御案内有之事候・

間、唐人數等書物無相違様引合、入念可相改事（中国船が漂着する様子であると、遠

見番や海辺の者が見極めて報告してきたら､すぐにその地方の役人が出動して観察し、

もし碇を卸したら小船を沢山出して早速「諭単」によって、漂着の事`情を尋問し、港

へ牽引するか、港の無い場所であれば近辺の港か船着き場へ牽引するかを判断して、

中国船を破損しないように引き入れ、「この中国人はどこの国の船で、人数は何十何人

で、長崎へ来て何処へ行くのか、何月何日にどこから出船したのか、何月何日何処へ

漂着し碇を卸したのか、キリシタンの者や書信や毒薬などは載せていない」というこ

とを一筆書かせ、同じ書物を二通したためさせ、船主の印判を押させて、詳細を書い

た書状を添え、異国方御用人まで、急いで宿次によって報告すべきである。中国人の

書物の趣旨を以って、長崎へご報告するので、中国人の数など書物と違いがないよう

に引き合わせ、入念に調べること。）’０

トカラにおいても船影は陸から監視されていた。宝島へ漂着した中国人の事例８では、

以下の如くである。

當七月九日小舩壹艘相見得、漸々嶋近寄來侯付番人付置候虚、夜中碇を爲卸様子侯得

共難見分…（当７月９日に小船が－艘見えて段々島に近づいてきたので、番人を付け

て置いたところ、夜中に碇を降ろしたようであったが見分けがたく…）’1

そして尋問が行われた。七島へ漂着した中国人の事例２では以下の通りである。

天を仰、助けを願罷在候虚に、幸其所月小船を被差出、御救之ために、ロ通じ申候者

を以､委細に私共漂流之旨趣を御尋被成候に付…(天を仰ぎ助けを願っていたところ、

幸いにその場所から小船が差し出され、救助のために「言葉の分かる者」を通じて詳

論単に関しては［徳永1998］に詳しい。

列朝制度（上・903-904頁)。

事例８（史料⑧ＡＬ

９

１０

１１
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細に漂流の趣旨を尋ねられたので…）’２

この事例からは七島に「言葉（中国語)_の分かる者」 がいたことが窺えて興味深いが、

これに関しては他の史料上に関連する記載が全くないため詳細は不明である．また諭単を

使った尋問の事例は史料中には見当たらなかった。

③隔離・軟禁

漂着民に別段問題がない場合は上陸させることになる。但し当時外国人漂着民は、原則

的に士地の者から隔離して軟禁し、終始見張ることが幕府の方針であった。列朝制度（５４

巻４４０７号．１７４５年）では以下のように定められている。

唐舟不依漂着破損候ハマ、何とぞ唐人不残相助、荷物等可成までは取揚之、其趣、異

國方御用人え早々申越、人家迦二木屋相調候歎、又は人家を明除候歎、見合次第申付、

唐人荷物共二入置、堅固二致團、番所薑夜相詰、唐人共團外え不立入様可仕候、唐舟

破損之儀到來次第、差弓|人被差越筈候條、萬端可有覺語（悟）事、

（中国船がはからずも漂着し破船したら、中国人は残らず助け、荷物等もなるべく回

収し、その趣旨を異国方御用人へ急いで報告し、人家から離れたところへ木屋を用意

するか、または人家を明け渡すかを、判断してから命令し、中国人と荷物を入れて、

しっかりと囲い、見張り小屋に昼夜番人が詰めて、中国人を囲いの外へ出さないよう

にし、中国船破船の知らせが（藩に）届き次第、護送人を派遣するはずなので、万端

心得ておくように｡）’３

トカラでも漂着民が厳重に隔離されていた様子が諸史料から窺える。事例２の中国人漂

着民の場合は以下の如くである。

尤宿所に可仕所も無御座候虚に、早速江邊にやらいを被仰付、－船之者共一所に被召

置、其内を稠敷御警固に而、自由に出入も不被仰付儀とも御座候…（宿にするような

場所もないので、早速浜辺へ囲いを作られて、船の者を－カ所に置かれ、厳しく警護

され、自由に出位置しないよう命ぜられ…）’４

事例５の中国人も以下のようであった。

折節風波荒、其分二而差置候ハ、、早速令破損、唐人共可及溺死と所之者申談、人家

遠所二小屋相調、同晦日唐人廿五人荷物共陸に卸、小屋に入置、外廻堅固園申付、書

夜番之者付置申侯（ちょうど風波が荒く、そのままにしておくとすぐに破船して中国

人が溺死してしまうだろうと地元の者たちで相談し､人家から遠い所に小屋を用意し、

同３０日中国人２５人とその荷物を陸へあげ小屋に入れて、外回りを堅く囲うように命

じ、昼夜見張りの者を付けておきました）’５

朝鮮人漂着民に関しても例外ではない。事例６では以下の如くであった`、

事例２（史料②-ＡＬ

列朝制度（上・９０６頁)．

事例２（史料②-ＡＬ

事例５（史料⑤-Ａ)．
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翌十二日所之小舩共差出、朝鮮人陸肛揚之、木屋相調入置之番之者堅固付置…（翌日

の１２日に地元の小船を差し出し、朝鮮人を陸へあげ、木小屋を用意してそこへ入れ、

見張りの者をしっかりと付けて置き…）’６

④食料支給及び船隻に対する処置

漂着民には食料が支給され、船隻の修理などの処理が施されることになっていた。列朝

制度（５４巻４４０７号.１７４５年）には以下のように定められている。

唐人飯米薪無之、當日及飢之由申候ハ､F、暖役人横目唐船へ乘、唐人質物少も無構、

薪並朝夕之食物計相改之、唐人申出之通無別條候'ｗ、飯米薪、應人數、見合を以可

相渡候、肴野菜等望候ハマ、見合次第少々ヅツ相渡、於長崎代銀可致首尾通、唐人よ

り書付取置、警固人=て可相渡候、其外望もの有之候共、難相達之由申聞、酒之儀ハ

如何様望候共、曾て爲取間鋪候、乍然綱碇無之候問、借用可致由唐人申侯ハマ、是又

船中相改、彌以綱碇無之候ては（ハマ？）、可借置候、唐人え借物は、御禁止之事候へ

ども、網碇無之候ては、長崎迄差送候儀難成筈候問、可有其心得事、

（中国人が飯米や薪が無く飢えているようなら、唾役人・横目が船へ乗り、中国人の

質物には構わず、薪と朝夕の食物だけ調査し、中国人の申し出の通りで問題がないな

らば、飯米と薪を人数に応じて査定し渡すように。肴や野菜などを望むなら、査定次

第少しずつ渡し、長崎で代銀を払うよう、中国人から証文を取って、警護人から渡す

ように。その他に望む物があっても聞き届けられないと申し聞かせ、酒はどんなに望

んでも、決して与えてはならない。しかし綱や碇が無いので借用したいと申し出てき

たら、再び船中を調べて、本当に内容なら貸すように。中国人へ物を貸すことは禁じ

られているが、綱・碇が無くては長崎に回送することも難しいはずなので、そのよう

に心得ておきなさい｡）’７

トカラにおいても漂着民はまず食料を与えられて介抱された。事例８では「唐人共及飢

様子侯故、食事等爲給加介抱（中国人たちが飢えた様子だったので食事などを与えて介抱

した)」１８とされる。また１６８７年に中之島へ漂着した中国人の事例１では以下の如くであ

る。

中之嶋ら成共、南京に歸唐仕度存、於彼地米拾俵、水薪酒、井に野牛壹疋、にわ烏、

其外野菜色々申請候而、歸唐の覺悟仕候得共…（中之島からでも南京へ帰唐したく思

い、彼の地で米１０俵・水・薪・酒・野牛1匹・鶏・野菜などを求め、帰唐の覚悟を

していたのですが…）’９

諸処置制度が整ってきた近世中後期には、さすがに事例lのように野牛一頭を与えた例

１６事例６（史料⑥-Ａ)。

１７列朝制度（上・904-905頁)。

１８事例８（史料⑧-Ａ)。

１９事例１（史料①-Ａ)。

－１１０－



|土見当たらないが、唯一地方の史料20が残る朝鮮人漂着民の事例１６（中之島漂着）では、

一日に一人七合五勺ほどの米が与えられた他､味噌や煙草なども支給されたことが分かる。

この米は、中之島。臥蛇島・口之島・平島に備えられている用心米21から支給されており、

更に屋久島からも借米をしていた。こうした連絡や物資運搬のために、各島や国元（薩摩）

との間に船が出され、屋久島から米の運搬中に遭難した船もあった。このようにトカラの

－島に異国船が漂着すると、トカラを中心とした周辺各地に影響が及んだのである。

船隻の修理に関しては、トカラでは十分には行い得なかったようである。事例５では以

下の通りである。

帆柱損候問、相調度由申二付、彼島之儀材木無之候、殊湊茂無御座由申聞候虚、帆柱

無之候両者出舩難成候、縦致破損候共無是非侯、命を助、長崎に差送候様二と唐人共願

申侯（帆柱が損壊したので調達したいと言うので、この島には材木が無く、その上港

も無いと言うと、「帆柱が無くては出船できない、たとえ破船しても仕方がないので、

命を助け長崎へ回送してくださるように」と唐人たちが願い出てきた）２２

すなわち船を修理しようにも材木が無かったというのである。そしてこの船は後日損壊

してしまう。以下の如くである。

唐舩之儀老湊無之虚仁繋置候二付、所之者共出精候得共、手二及不申、去月五日終令破

損候問（中国船は港のない場所に繋いでおき、地元の者達で精を出しましたが手に及

ばず、先月５日に遂に損壊してしまいました）２３

このように漂着後に船が損壊してしまうケースが、トカラに関してはまま見られる。事

例６では以下の通りである。

朝鮮舩之儀戊所之綱碇を以繋留候虚、弥大波二両所之者共手及不申、同十六日夜終令破

舩候、依之此方舩二両其地に送越可申侯、舩律之儀老僥捨可申侯由書付差出、朝鮮人共

より不残致焼失候間…（朝鮮船も綱・碇で繋ぎ止めておきましたが、ますます大波に

なって千本の者では手に及ばず、１６日の夜にとうとう破船しました。このため当地の

船でそちらへ送ることになり、船の残骸は焼却すべきであるという内容の書付を差し

出し、朝鮮人たち［の要請で］残さず焼き捨てたので…）２４

船が損壊した場合は、焼却処分が通例であったようで、事例８でも「舩之儀考唐人依願

僥捨（船は中国人の要請で焼き捨てた)」２５と記載されているα

このような一連の処置のために多くの人員が徴収された。前出の中之島へ漂着した朝鮮

人の事例でもほぼ全島総出と言ってよい程の人出が必要であった。これらの人々は在番(総

２０＋島村（史料①中之島江朝鮮人漂着二付取佛勘定蝶)。

２１諏訪之瀬島．悪石島には用心米が備えられていない（『十島村誌』６０３頁)。
２２事例５（史料⑤-Ａ)。

２３事例５（史料⑤-Ａ)。

２４事例６（史料⑥-Ａ)。

２５事例８（史料⑧-Ａ)。
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指揮者）や横目、郡司の指示下で役目を勤めていた。

⑤回送

こうした処置を受けた後、漂着民は薩摩へ送り届けられ、最終的に長崎へ回送された。

一例として事例６の史料を以下に挙げる。

右朝鮮人共所之小舩餘多二乘之、彼島在番之者致警固、當國之地方迄送越可申由申越

候問、到着次第當地より警固之者相添長崎江差送可申侯（この朝鮮人は、地元の沢山

の小船に乗せて、その島［諏訪之瀬島］在番が警護し、薩摩の地方まで転送するよう

伝えたので、到着次第当地から警護の者を付けて長崎へ回送すべきである.）２６

（３）転送先としての大島（トカラのゾーン的境界`性）

ところで諸先行研究で指摘されている通り、清朝に対して日琉関係は隠蔽されていた`、

これは琉球を介して清との間に摩擦か起こることを恐れた薩摩藩の指示によって開始され

た政策で、元々琉球の領土であり、島津侵攻後、１６１１年に薩摩藩の直轄領となった道の島

も、中国に対しては「琉球の領士である」という建前が貫かれていた［紙屋1990]。すな

わちこの隠蔽政策は、少なくとも琉球と薩摩が（程度の差こそあれ）共通して実行してい

たものである。そしてこの隠蔽政策のために、漂着民の処置に関しては、トカラ以北の薩

摩領は日本側の処置制度が敷かれ、道の島を含む琉球においては「(長崎に回送せず）琉球

から清朝へ直接漂着民を送還する」など琉球独自の処置制度が敷かれていた[渡辺2002]。

ところが１６９８年に宝島へ漂着した中国人の事例３では「彼地之儀者湊無之、長々舩を

繋置候儀難成、當國之儀に送越候儀も順風無之時分之故、唐人共極相對之上、同十四日琉

球之内大嶋と申所迄、案内相付差越申侯旨（彼の地には港が無く、長々と船を繋いでおく

のは難しく、薩摩へ送るにも順風がない時期なので、中国人へ相談した上で［九月］十四

日に琉球の内大島と言う所まで、案内をつけて連れて行く）」27という処置がなされている．

この事例からは薩摩領（トカラ）から建前上「関係を持たないはずの」琉球領（大島）

へ中国人を堂々と送ってしまうという実態があったことが分かり、トカラは薩摩と琉球の

狭間で、制度的境界の持つ意味がやや暖昧なものであった可能性が窺える。ちなみにこの

船は大島を自船で出船後、また薩摩領へ漂着し、結局長崎へ回送されていた。

３．トカラ列島から中国・朝鮮への漂着

本節ではトカラ列島から朝鮮へ漂着した三件の事例及び中国に漂着した諏訪之瀬島船の

－事例を分析し、そこから見える「域内交通の実態」と「日琉関係の隠蔽行動」に関して

考察する。

（１）域内交通の実態

２６事例６（史料⑥-Ａ)。

２７事例３（史料③-Ａ)。
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トカラ列島から中国・朝鮮へ漂着した事例は四件しか見いだせなかった。しかし、この

僅かな事例からも当時の「薩摩一トカラー琉球」と言った地域における域内交通の様々な

実態を窺い知ることが出来る。

特に、「近世の琉球で薩摩藩の船頭・水主が果たした役割を解明することは極めて重要

な課題であるが、船頭や水主に関する史料はごく限られていて、その商活動の実態を把握

することは容易ではない」［仲地１９８５：371］という史料状況の中で、「大隅守藏方極相納

候筈之米積廻として」琉球に赴き、八重山から米粟を積んで出船した後に遭難し中国に漂

着した諏訪之瀬島船の事例Ⅱに関しては、諏訪之瀬島人を中心に泊浦・串野木・山川・鹿

児島・小根占・大根占といった地域の人々で構成される船員の氏名までをも含む詳細な記

録が残っており、その活動の実態がより明らかになる点で貴重である。そしてその活動実

態からは、「日本と琉球を結ぶルートは薩摩藩の船頭・水主によって独占されていたので、

那覇の商人が日本へ出かけて行って活躍するチャンスはなかった」［仲地１９８５：370］と

いう説が概ね裏付けられるものの、この船に那覇で水主として雇用された二人の琉球人百

姓が同乗しており、また薩摩側に「琉人薩州之舩に乘組候儀前々より有來候（琉球人が薩

摩の船乗り組むのは以前から当たり前のことである)」という認識があったことを踏まえる

と、前説は若干の見直しを要するのではないかと思われる。

その他の事例からも薩摩藩の税米の運航にたずさわる民間船の諸相が垣間見える。朝鮮

漂着の鹿児島人船（事例Ⅲ）は七島から「七島税米５００包・砂糖２５０桶・丹木３００斤・寛

永通宝１９０両・細苧布木１５疋・各色細苧布木１８０疋」を積んで出船し、本州に向かう途

中で遭難したものであり28、また朝鮮漂着の鹿児島居民船（事例Ⅳ）には、宝島の次期「守

番」２人が同乗して鹿児島を出船し、宝島に到着し守番を交替後、前守番二人及び糧米３

石を積んで鹿児島に向けて出船したところで遭難・漂流ものであった29.事例Ⅳの「守番」

とは恐らく在番のことであろう。

こうした漂流・漂着事例から見える域内交通の諸相を、その他の史料と複合的に用いる

ことで、域内交通の実態、特に不明な点が多い船頭や水主の活動の様子がより明らかにな

るのではないかと思われる。

（２）中国における日琉関係の隠蔽行動

ここでは（１）にも挙げた二名の琉球人を乗せて中国へ漂着した諏訪瀬島船の事例Ⅱに、

日琉関係の隠蔽行動という切り口から着目してみたい。まずこの漂着事件の概要を以下に

記しておく。

・１７４０年１０月１２日、諏訪之瀬島の仲五郎の船が「大隅守の城米を運送する」ため

に鹿児島を出船して琉球国那覇に向かった。ちなみにこの時、薩摩に来ていた琉球人

２８事例Ⅲ（史料iii-Ａ)。

２９事例Ⅳ（史料iv-A)。
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の今帰仁按司が、帰郷のために便乗していた。

・船は那覇に到着したが、ここで船頭が病死し水主一名が病気にかかったので、船員

の一人であった泊浦の傳兵衛が船頭となり、那覇で琉球人二名を雇った。

・１７４１年３月に八重山に渡り、米粟５３０石を積んで戻る際、７月１２日に遭難し、本

船・貨物は沈没し、水主一名（小根占の助八）が溺死した。その他のメンバー（傳兵

衛、諏訪瀬島９．泊浦２．串野木浦１.山川町１・鹿児島町１．小根占町２・大根占

町１・琉球那覇百姓２）は幸い橋舟に乗り移って漂流し、７月１９日に大清國漸江省

寧波府属縣舟山東小島に漂着した。

・漁人がこれを救い、舟山県令に報告した。官側に保護された漂着民は、鎮海・寧波・

杭州・紹興・嘉興を通って乍浦に回送され、長崎行きの唐船に乗って１７４２年５月２０

日に長崎に到着した。

①琉球人二人の隠蔽行為

前述した通り琉球は清朝に対して日琉関係を隠蔽していた。この隠蔽主義政策は当時の

琉球人に身分を問わず深く浸透していたが［渡辺２０００：70-72]、この船に同乗していた

琉球人二人も例外ではなかった。以下の如くである。

唐國二両候半と存候付、流人雨人之儀者包丁二而髪を切、日本人之姿二成、金城事ハ金

右衛門、呉屋事五右衛門と名を替候よし（中国だろうと思ったので、琉球人二人は包

丁で髪を切り、日本人の姿になり、金城は金右衛門と、呉屋は五右衛門と名前を変え

たのであった）３０

また当人たちだけでなく、同船者も同じ隠蔽の意識を持って行動していたようである。

船頭傳兵衛の帰国後の供述に次のようにある。

漂着之吹第相尋候様子候付、唐國二両琉球下り之儀老遠慮有之事候付、琉球江渡海之儀

老不致沙汰、日本國之内薩摩松平大隅守領内之者二両、山川と申所より米積入、七月

七日出帆候段書付を以相達候得共分り不申候（[中国人が］漂着の次第を尋ねているよ

うであったが、中国で琉球下りの事は言ってはならないことなので、琉球に渡海した

とは言わずに、日本の薩摩松平大隅守の領内の者で山川という所から米を積んで７月

７日に出帆したと書付によって伝えたけれども［彼らは］分からなかった｡）３１

すなわち「日琉関係の隠蔽」という認識が、琉球だけでなくトカラ等の薩摩藩の船乗り

にも共有されていたことが窺える。制度や領域の境界を越えて、こうした認識がどの程度

の広がりを持っていたのかは、琉球とトカラとの関係を考える上でも重要な問題の一つで

あると言えるだろう。

ただし、中国に漂着した薩摩船が「琉球渡海」の事実を堂々と供述している事例32もあ

３０事例Ⅱ（雑録『追録４』１８１０号)。

３１事例Ⅱ（雑録『追録４』１８１０号)。

３２１８５３年に中国へ漂着した船に関して、中国側の史料に「難夷供稻－名平左右衞門（中
略）等十七名日本國薩摩島人、在本虚装載米酒豆出口、同船十九人開往琉球國發責完竣、
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り、事例Ⅱにおける「隠蔽」行為は琉球人が同乗していた結果なされた可能`性もある点に

は注意が必要である。

またやや横道に逸れるが、なぜ金城を金右衛門、呉屋を五右衛門と変名していたのかも

興味深い問題である。同様の事例として、１７７３（安永２）年に沖永良部島から薩摩に向け

て出船して遭難し中国に漂着した薩摩船に、二人の沖永良部人が同船していた事例がある

が、この時も「登世村を村右衛門、島森を島右衛門」と変名している33.大和船に同乗す

る琉球及び道の島の船乗りたちには「万一の中国漂着」に備えてあらかじめ「大和名」を

決めておく慣行が存在したのか、それともどんなに隠蔽しようとしても人はなんらかの痕

跡を無意識に残してしまうものなのか、そのあたりは判然としない。

②幕府側に対する薩摩藩の懸念

さて無事に長崎へ送還された漂着民は、長崎奉行の取り調べを受けた後、薩摩藩へと回

送された。そしてこの事件は長崎奉行から江戸幕府へと報告された。この江戸幕府への報

告をめぐるやりとりの中から、琉球人の同乗と日琉関係の隠蔽に関して、薩摩藩・長崎奉

行・江戸幕府の三者それぞれの認識にいささか齪酪があった様子が窺える。

薩摩藩（国元）から江戸の留守居役へ宛てた１７４２年６月１１日付の書状において、以下

のような記述がある。

－右之次第於江戸從

太守様御老中様に御届被仰上二両可有之哉と、平學に正兵衞致沙汰侯虚、琉球人之儀沙

汰なしにて可相濟旨申趣茂有之候虚二、伯耆守様被聞召、琉球人之儀御領内之者二者

侯得共、御沙汰なしにも難被成候間、右之次第江戸江可被仰上由被仰聞候、且又平學

より琉球人之義、舩頭申出候次第、委細江戸仁被仰上筈候間、御國許より江戸御届之

儀貴右之心得を以可申越候、琉球人乘組候儀伯耆守様二者能被聞召達、無子細儀二被思

召候得共、於江戸若琉球人案内二両爲致渡海事二両者無之哉と御不審茂有之候而考、別

而御六ケ敷儀二候故、被入御念舩頭口書迄滝江戸被差上、右躰之御不審無之様二被仰上

筈之由御内々承侯､夫故二而茂候哉､御米積として薩州之舩琉球紅罷渡候儀無別條候哉、

琉球人共薩州之舩に乘組茂不苦事候哉之旨、正兵衞に及雨度御尋有之、薩州藏方米積

として罷下候儀無別條、前々より琉球人薩州之舩二両致渡海事侯由、御答申出置候旨

申越候、右次第候得者於江戸茂御届可有御座と申談、總州様達貴間申越事御座侯、

（正兵衞（薩摩藩の長崎附人＝大脇正兵衛為貞）が「右の次第（＝琉球人が同船し、

清朝で日琉関係を隠蔽した事）は江戸において藩主様から幕府老中様へご報告すべき

ですか」と、平学（長崎奉行の用人＝石井平學）へ尋ねたところ、「琉球人の事は報告

装載饒貨、駛回本國…」とある（中国第一歴史梢案館編「清代中琉関係梢案三編』中華書
局、１９９６年、617-620頁)。

３３『通航一覧』巻225。
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せずに済ませるはずだったが、長崎奉行様（荻原伯耆守美雅）がお聞きになって、『琉

球人は薩摩領内の者であるが報告しない訳にも行き難いので､江戸へ報告するべきだ』

とおっしゃった｡」とのことです。かつまた「琉球人のことは、船頭の供述が済み次第、

詳細を［長崎から］江戸へ報告するはずなので、薩摩から江戸へのご報告もそのこと

を心得てなされるべきである。琉球人が同船していたことを長崎奉行様へはよくご報

告し、［奉行様は］差し支えないと考えておられるけれども、もし江戸で琉球人の水先

案内で［中国へ］渡海したのではないかと疑われては特に難しいことになるので、念

を入れて船頭の口述書までをも江戸に送り、こうした疑いが持たれないよう［長崎か

ら幕府へ］報告する筈である」と平学から内々に承った。そのためでもありましょう

か。「御米積として薩摩の船が琉球へ渡ることは当たり前のことなのか｣、「琉球人が薩

摩の船に同乗しても差し支えはないのか」と、［平学が］正兵衞へ二度お尋ねになりま

した。「薩摩藩藏方米積として［薩摩船が］琉球に下ることは問題がなく、以前から琉

球人が薩摩の船で渡海しております｡」と、［正兵衞が］お答え申し上げたことをご報

告いたします。こうした事情なので、江戸でも［幕府へ］報告されるべきだと相談し、

島津吉貴（元・藩主）に申し上げて［幕府へ］お伝えする次第です｡）３４

この史料からは、長崎奉行であった荻原伯耆守美雅が、琉球人が薩摩船に同船していた

ことを「問題ではない」と認識しながらも、「もし江戸で琉球人の水先案内で［中国へ］渡

海したのではないかと疑われては特に難しいことになる」として江戸への報告へ万全を期

すよう神経を使っていた様子や、長崎奉行の用人である石井平學が、「御米積として薩摩の

船が琉球へ渡ることは当たり前のことなのか｣、「琉球人が薩摩の船に同乗しても差し支え

はないのか」と繰り返し薩摩藩士に確認している様子が読みとれる．

そして薩摩藩側の認識は同じ史料の別の箇所である以下の部分から如実に読みとれる．

（前略）琉球之儀大舩少、過半薩州之舩二両用事相弁、水主差支候節彼地二両琉人雇入

候儀、唐國二両者致遠慮儀も前々月有來事二者候得共、初而相聞得候而者自然御疑戊可

有之哉と、長崎御奉行に虞被思召候所より委被相糺、其元肛浅被仰越之由侯、然考於其

許何そ御疑考無之筈候得共、萬一御尋等滝有之候ハ、、委曲申越候通を以御吟味次第

可被仰出儀と申越候、（(前略） 琉球には大船が少/ 過半数は薩摩の船によって用

水主に支障があった時には彼の地で琉球人を雇用する事、を足しており 中国では日、

琉関係を隠蔽している事も、以前から当たり前のことであったが、初めて耳にすれば

自ずと疑われることもあるだろうと、長崎奉行もお考えになって詳しくご質問され、

［長崎から］江戸へも報告されるとのことである．そうなっても江戸で不審を持たれ

るようなことは無いはずだが、万一［幕府から］お尋ねがあったら、詳細に［国元か

ら］伝えた通りのことを吟味して［幕府に］仰せ出るようにＪ３５

３４事例Ⅱ（雑録『追録４』１８０８号)。

３５事例Ⅱ（雑録「追録４』１８０８号)。
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つまり薩摩藩側は「琉球人の薩摩船への同船」と「清朝に対する日琉関係の隠蔽」は、

「以前から当たり前のこと」であると認識している。一方で、そのことは幕府にとって「初

耳」ではないのかと長崎奉行が懸念している点も読みとれる。

すなわち「琉球人の薩摩船への同船」と「清朝に対する日琉関係の隠蔽」に関して、「薩

摩藩→長崎奉行→江戸幕府」の間で、「当たり前→（ともすれば）初耳」という認識のずれ

が窺えるわけである。紙屋敦之によると日琉関係の隠蔽は、清代に入ってから薩摩藩の指

示で開始されたとされるが［紙屋1990]、ここに幕府がどの程度関与していたかは未だ明

らかにされていない。この問題は、幕府の築こうとした秩序の範囲や東アジアにおける清

日の秩序の棲み分け方法に関わる重要な論点であると思われるが、ここでは「日琉関係の

隠蔽」意識を露見したら何が起こるか分からないという危機感の中で共有する琉球人を中

心とした民衆の世界が末端にあり、その上に政策として（ある種「建前」的に）隠蔽を推

進する琉球王府や薩摩藩の意図が各々ずれながらも存在し、さらにその上に長崎奉行や江

戸幕府の認識がまた各々ずれながら存在しているという構造が、この事例から如実に読み

とれる点のみを指摘しておきたい。

４．小結

以上、近世期におけるトカラと「異国」との関係を、漂流・漂着問題から分析し、基本

的な史料群から汲み取れる概況を提示してきた｡それと同時に､その中から読みとれる様々

な問題点や論点を可能な限り指摘したつもりである。そしてこうした各点は、史料的な制

約もありトカラだけを見ていては決して解決できず、トカラと関わる各地域の状況とリン

クさせながら複合的に解明していく必要があることも自ずと明らかになったと思う。例え

ばトカラ船による琉球通航の実態は、本稿で分析したような「域外」漂着事件から読みと

れる状況と同時に、１７４５年に琉球人１９人を乗せて鹿児島を出航し奥州に漂着した平島船

の事例36など「域内」漂着の事例と連動させて読み解くことで、より一層具体的な検証が

可能となるであろう。

本稿を、狭義には琉球ヴ鹿児島の狭間としての、広義には東アジアにおける様々な支配

圏の交わる場所（エンポリウム）としてのトカラを考える基礎的な作業とし、本稿で掲げ

たような諸課題が、今後各分野の研究の蓄積と学術交流によって徐々に解明されることを

願って筆を置きたい。

３６史料集（三）参考。
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(〈データ)〉

（１）トカラに漂着した中国人・朝鮮人

－１１９－

Ｎｏ． 漂着年月日・漂着地 漂着者・人数・詳細・典拠

※１ 1640.？．？

(寛永１７.崇禎１３）

平島

中国３人

･漂着かどうかは不明確。詳細不明。

｢七鴫平良之嶋へ参候唐人三名…」（|日記雑録『後編６．追録

1」１１４号）

〔典拠〕雑録

※２ 1６４４８ つ
●●

(寛永２１．１１頂治元）

つ
●

オランダ？人（３人上陸し内１人捕獲）

･七島内へ寄航。艀船で上陸した者の内一名を捕獲して長崎へ

送る ０

･バタヴィアからシャムに向けて航海中のオランダ船ズワーン

号が寄航。水の補給のため上陸した水夫の内、１人（カイペル）

が捕獲された。薩摩経由で長崎に回送された。

｢然者七嶋之内へ異国舟到着候虚、さんはん巧陸へおろし候者

之内一人捕候二付、長崎へ被遣之由…」（|日記雑録４２３号『後

編６．追録１』）

〔典拠〕雑録ほか及び［真栄平２００１：180-182］

１ 1６８７．１１．１９

(貞享４．康煕２６）

中之島大ﾉ||浦

中国（来朝の南京船）６７人

● 中国→長崎→（遭難）→甑島→（遭難）中之島→大島→永良

部島→坊津→長崎

● 10／30,「貞享四年百三十五番南京船」として長崎へ入港し

たが､遅く入船したため商売を命じられず荷物をそのまま積ん

で１１／３に帰途につく。途中で遭難し甑島へ（11／13)。１８

日に帰唐の覚`悟で出船し、再度遭難して中之島へ（11／19)。

積荷は遭難中に海中に投棄する。その後は大島へ送られ大島か

ら永良部島・坊津経由で長崎へ回送される。商売のために各地

を排１回したのではないことを訴える。

〔典拠〕華夷変態（史料①）

２ 1６９５．１２．１３

(元禄８．康煕３４）

○
●

中国（南京船）１４人

●

●

上海→山東省膠州→（遭難）→七島→長崎

８／１８、上海を出船し山東省膠州へ向かい、９／１５に到着.

上海で売るための糸塩豚を購入し、１１／２０に上海に向けて出

船。遭難し漂流。１２／１３に七島に漂着。浜辺の囲いの中に軟

禁される。商売のために偽漂着したのではないことを繰り返し



二UH;fへ1回

史料②

－１２０－

｜’
訴える。長崎へ回送される。

〔典拠〕華夷変態（史料②）

３ 1６９８０９．１１

（ プロ

宝島

禄１１．康煕３７）

中国（来朝の南京船）３７人

●

●

上海→（遭難）→宝島→大島→（遭難）→甑島→長崎

９／１に上海を出船して長崎へ向かう途中で遭難・漂流。９

／１１に宝島へ漂着。小船の案内で大島深江浦へ引導される。

翌年２／20,大島を出船するが再度遭難し、２８日、薩摩甑島

へ漂着。挽船により順次送られて長崎へ。

〔典拠〕雑録（史料③-Ａ）・華夷変態（史料③Ｂ）

４ ノノ 、１０．０１

(ﾉﾉ）

諏訪之瀬島

中国（来朝の南京船）３９人（１名死亡）

●

●

上海→（遭難）→諏訪之瀬島→薩摩山ﾉ||→長崎

8／１５に上海を出船し長崎へ向かう途中で遭難。１０月朔日

に諏訪之瀬島へ漂着して碇を降ろす。薩摩山ﾉ１１へ入港し、後に

長崎へ。

〔典拠〕雑録（史料④-Ａ）・華夷変態（史料④-Ｂ）

５ ﾉノ １２２８

(〃）

宝島

中国（南京船）２５人

●

●

南京→（遭難）→宝島→長崎

南京を出船し東方へ向かう途中に遭難し、１２／８に宝島へ

漂着。帆柱の整備を要求するが木材が無いため応じられず。助

命及び長崎回送を求められ、上陸させ軟禁。翌年１／５に鑿い

でおいた船体が破損。５／３長崎に到着。

〔典拠〕雑録（史料⑤-Ａ）

６ 1６９９．１１１１

(元禄１２.康煕３８）

諏訪之瀬島

朝鮮（全羅道済州ほか）４４人

●

●

朝鮮→（遭難）→諏訪之瀬島→長崎

全羅道道光州居民〔済州ほか〕（済州４２人・京中１人・長

興１人）：救荒用の粟米を購入のため１０月２９日慶尚道へ向け

て出船、１１月１日羅羅島へ向かい漂流。元禄１３年６月１９日

対馬廻着。護送使．橘欽省く早田四郎兵衛〉［池内２３］

● 11／１１に諏訪之瀬島へ漂着。１１／１２に上陸させ軟禁。１１／

1６ 、 船体が損壊し朝鮮人の要請により焼却する。

〔典拠〕雑録（史料⑥-Ａ）・同文（史料⑥-Ｂ）・漂人ほか及

ぴ［池内１９９８：２３］

７ 1７０１１２１１

(元禄１４．康煕４０）

○
●

中国（南京船）

･松江府華亭県→山東省→（遭難）→七鴫→長崎

･９／３に松江府華亭県から山東省へ向かい塩豚干柿大豆根紫
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１Ｍま破損、翌年４／２０に仁

可しｕ［

史料⑦-’

－１２１－

Ⅱ
薬種など（和文訳）を積み、１１／２６に山東を出船して帰途に

遭難し、１２／１１に七鳩へ漂着。船は破損。翌年４／２０に日本

船で長崎に送られる。

〔典拠〕華夷変態（史料⑦-Ａ）

８ 1７４３．０７１０

(寛保３.乾隆８）

宝島

中国（福建小船）４人

● 廩門→（遭難）→宝島→山川→長崎

･廩門を出船し台湾に向かう（船主蘇維當)。６／１３台風に遭

い、漂流。７／９に宝島から小船が漂うのが見えたので番人を

付けて見張る。１０日未明に漂着。船体は漂着民の願いにより

焼却。８／７に薩摩藩山ﾉI|へ。９／８長崎着。

〔典拠〕雑録（史料⑧-Ａ） ●￣覧（史料⑧-Ｂ）

９ １７４６．１２．？

(延享３．乾隆１１）

平島

中国（樟州船の端船）１５人

樟州府→（遭難）→平島（本船は薩摩領加世田村ノ内宇島へ）

→長崎

･憶州府龍渓縣から山東向かう船が、１２月に遭難。本船（1４

人）は冬海を漂い３人凍死して薩摩領加世田村ノ内宇島へ漂着

(閏１２／１５長崎着)。端船（船頭黄裕吉など１５人）は平島へ

漂着し、翌年１／１１長崎着。

〔典拠〕長崎志（史料⑨-Ａ．Ｂ） ●￣覧

1０ 1749.09.28

(寛延２.乾隆１４）

ロ之島

朝鮮（全羅道済州）１１人

● 済州→（遭難）→ロ之島→長崎→対馬

･全羅道霊巌〔済州〕居民１１人
●

● ９月１８日、慶尚道へ赴く

途中康津前洋で漂流。寛延３年７月２３日対馬廻着。護送使

藤正貝1」〈上ﾉ||定右衛門〉［池内５０］

●

〔典拠〕同文（史料⑩-Ａ）・漂人ほか及び［池内１９９８：５０］

１１ 1７５２．０２．１２

(宝暦２.乾隆１７）

０

朝鮮（慶尚道統営）１３人

･慶尚道→全羅道羅州→（遭難）

慶尚道統営居民１３人
●

●

→ ？（七島）→長崎→対馬

１月初旬、全羅道羅州へ行き、同月中

旬、帰路に漂流。６月２４日対馬廻着。護送使・藤直以〔直清〕

<青柳吉右衛門〉［池内５１］

〔典拠〕同文（史料⑪-Ａ）ほか及び［池内１９９８：５１］

1２ 1７７７．０２．２６

(安永６.乾隆４２）

諏訪之瀬島

朝鮮（全羅道弥嶋）７人

･全羅道珠嶋→全羅道海南→（遭難）→諏訪之瀬島→長崎→対

馬

･全羅道弥嶋百姓男女７人:２月６日進献の橘柑を積んで出船



Ｃ

ヨ１７Ｈ合三累圓 孟中で漂流、８

二１８日対馬ji且1着へ認 ハＩ上

典拠］列朝制度（史料⑫-』 之（史料qD-E

内１９９８：Ｇ

－１２２－

Ⅱ
し、同７日全羅道海南着。同１７日弥嶋へ戻る途中で漂流。８

月８日対馬廻着。護送使・藤昌道く大浦寿吉〉［池内６５］

〔典拠〕列朝制度（史料⑫-Ａ）・同文（史料⑫-Ｂ）ほか及び

[池内１９９８ ●

● 65］

1３ 1７８０１１２６

(安永９．乾隆４５）

平島

中国（福州船）２７人

･福州→山東省海陽縣→（遭難）→平島→山)''一長崎

● 福州から山東省海陽縣に赴き商売を行い大豆・緑豆等を積ん

で、１１／１７に出船し帰路に付くが遭難・漂流し、１１／２６に平

島で破船。救助され翌年３／１７に山ﾉ11へ送られ、日本船に乗

って４／２８に長崎に到着。（船頭陳宣春）

〔典拠〕 覧（史料⑬-Ａ ● Ｂ）

1４ 1７８８．１２０３

(天明８．乾隆５３）

諏訪之瀬島

中国（福州船）３４人

福州府聞縣→遼東錦州→（遭難）→諏訪之瀬島→山ﾉⅡ→長崎→

対馬

､夏に遼東錦州へ赴き商売を行い、大豆を積んで１０／２２に出

船。１１／１７に山東沖で遭難し荷を捨てる。本船は破船し端船

に乗り移って漂流する内、１２／３に諏訪之瀬島に漂着し、滞

在。翌春に日本船二隻にて山川へ（３／２８着)。４／１８に山

ﾉ11を出て５／２０に長崎に到着。（船主林調泰船）

〔典拠〕 覧（史料⑭-Ａ.Ｂ）

1５ 1804.02.05

(文化元・嘉慶９）

宝島

朝鮮（全羅道羅州桂可嶋）１５人

･羅州諸島→（遭難）→宝島→長崎→対馬

･全羅道羅州珪可嶋居民１５人（男１３女２） ●

● 享和３（1803）

年１２月中旬出船し、羅州諸島で木綿・穀物を商売。文化元

(1804）年１月２７日帰る途中で漂流。９月１６日対馬廻着。

護送便・阿蒜建く阿比留仲〉［池内８２］

〔典拠〕同文（史料⑮-Ａ）ほか及び［池内１９９８：８２］

1６ 1８２２．１２１４

(文政５．道光２）

中之島

朝鮮（全羅道済州）１１人（１人溺死・１人病死）

済州→（遭難）→中之島→長崎→対馬

･全羅道江津〔済州〕居民１１人（１人溺死・１人病死） 貢納

物を乗せて１２月上旬に出船し、漂流。文政６年８月２日対馬

廻着。護送使・源政優［池内９７］

〔典拠〕十島村・同文ほか及び［池内１９９８：９７］

※３ 1824.78

(文政７．道光４）

イギリス捕鯨船？人（１人射殺）

･イギリス捕鯨船が上陸し牛の交易を求めるが拒否ざれ武力衝



突へ。イギリス人一人が射殺される。（→異国船打払令）

〔典拠〕雑録ほか

宝島

（２）トカラから中国・朝鮮への漂着

－１２３－

Ｎｏ． 漂着年月日

Ｉ １７１１．？.？

(正徳元・康煕５０）

朝鮮

(全羅道済州）

諏訪之瀬島人３人（２人死亡）

･諏訪之瀬島→（遭難）〈→恵兒島〉

●

→朝鮮→対馬→長崎→薩摩

６月１７日、中村権兵衛は興販のため叔父・従兄と山河浦を

出船し、恵兒島へ向かう途中で遭難し、叔父・従兄が死亡。全

羅道済州へ漂着。銀子銭文など２０品目を所持。衣服と食料を

支給される。対馬経由で帰国。

〔典拠〕雑録（史料ｉ‐Ａ）・同文（史料ｉ‐Ｂ）

Ⅱ 1７４１

(寛保元・乾隆６）

中国（漸江省寧波府

舟山）

２１人（１人溺死）

･鹿児島→那覇→八重山→×〈→鹿児島〉

●

→舟山→乍浦→長崎→薩摩

1740年秋、薩摩藩河辺郡泊浦の傳兵衛が、諏訪之瀬島の仲

五郎の船の船頭となって、琉球国八重山島に渡った。この時琉

球人今帰仁按司が、薩摩から帰郷したがっていたので便乗し

た。琉球で水主一名が病死し－名が病気にかかったので、那覇

で琉球人二名を雇った。

･１７４１年に八重山に渡り、米粟を載せて戻る際、７月１２日に

遭難し、本船・貨物は沈没し、水主一名は溺死し、その他は幸

い橋舟に乗り移って漂流し、７月１９日に大清國漸江省寧波府

属縣舟山東小島に漂着した。

･漁人がこれを救い、舟山県令に報告した。鎮海・寧波・杭州 ●

紹興･嘉興を通って乍浦に至り、長崎行きの唐船に乗って１７４２

年５／２０に長崎着。

〔典拠〕雑録（史料ii-A）・一覧（史料ii‐Ｂ）

Ⅲ 1799.07.03

(寛政１１.嘉慶４）

朝鮮

(全羅道済州族義

縣）

薩摩州麻兒島人船２６人（７人死亡）

● 七島→×〈→本州〉

→朝鮮→長崎→薩摩

･七島税米５００包・砂糖２５０桶・丹木３００斤・寛永通宝１９０

雨・細苧布木１５疋・各色細苧布木１８０疋を積んで、６／２６

に七島を出船し本州に向かう途中で遭難。７／３全羅道済州族



、呆気１船伍 キリ

笙由で帰国。

ｌロ」Ⅱ■

－１２４－

Ⅱ
義縣に漂着。生存者１９名。船体は漂着民の願いにより焼却。

対馬経由で帰国。

〔典拠〕同文（史料iii-Ａ）

Ⅳ 1８２３．０８．０３

(文政６.道光３）

朝鮮

(公清道泰安縣）

薩摩鹿兒島居民６人（２人吏員・１人死亡）

･鹿兒島→宝島→×〈→鹿児島〉

●

→朝鮮→長崎→薩摩

宝島の次期守番２人及び鹿児島居民４人が同乗し、３／１９

に鹿児島を出船、４／２５に宝島に至り着し守番を交替。前守番

二人及び糧米３石を積み７／２に鹿児島に向けて出船し遭

難・漂流。８／３に安興鎮に漂着。清次郎が病死。船体は漂着
●

民の願いにより焼却。対馬経由で帰国。

〔典拠〕同文（史料iv-A）



・史料①‐Ａ・華夷変態（上・望、‐、台）

薩摩領に致漂着候南京船之唐人共申ロ

「私共船之儀は、去卯之年百三拾五番南京

船に而御座候、唐人數六拾七人乘り組、去冬

十月晦日に、御當地に着船仕候、然ぱ遅く入

津仕候船之儀に而、商寶不被仰付、荷物積之

儘、歸唐仕候様に被仰付、同年十一月三日に、

富津出船仕、海上に乘出申候得ば、數日打續

き悪風に逢申候故、同十三日に、薩摩之内、

甑之島に致漂着候、則甑之島に而、番船御付、

警固有之候、其節船中に水も無之に付、水を

乞請、同十八日歸唐之覺悟にて、彼地出船仕

申侯得ば、不仕合に而、翌十九日に又々風難

に逢、漸七嶋之内、中之嶋大川浦仁致漂着候、

然るに依て、右十九日之夜、洋中に罷在候内、

風難最中之節、無是非船中之荷物、手がかり

に御座侯分、大小物數百四丸、海中に捨申侯、

此内大分は藥種、砂糖、客共手廻りに而御座

候、其外端物、さや之類、都合試百端余捨申

侯、其節船之儀は、尤無悪御座候得共、帆柱

を受け持有之候胴木と申物くつろぎ、又は梶

所もゆるぎ申所有之、其上帆之綱なども、度々

之風雨之難に月、少々くされ申、つよみ無之

様に罷成、致迷惑候、然共何とぞ可成儀に御

座侯ぱ、中之嶋月成共、南京に歸唐仕度存、

於彼地米拾俵、水薪酒、井に野牛壹疋、にわ

鳥、其外野菜色々申請候而、歸唐の覺悟仕候

【事例二

’六八七（貞享四）年十一月十九日

中国船（六十七人）↓中之島

二）トカラに漂着した中国人・朝鮮人

公史料集》

ｌ」鵠Ｉ

得共、打續逆風斗に而御座候得ば、南京仁可

乘渡様無之候、中之嶋と申所、潮並悪敷所に

而御座候、殊に警固之日本船逗留不成所に候

條、大嶋へ参可然とて、同廿七日に質唐人五

人、日本船へ乘せ被申、又日本人案内者とて

五人私共船仁乘せ被申候而、船を大嶋へ送り

被申候、同廿八日に大嶋に着船仕、又大嶋に

而飯米、水、薪、鶏、肴、野菜色々乞請申候、

大嶋に而、警固衆も何とぞ此所月歸唐仕候様

にと再三被申候得共、西北之風斗打續、南京

仁可乘参風に而無之、其上右段々申上候通、

船底も虫くい、道具數々損じ申候得ば、中々

洋中に可乘出様無之儀に御座候に付、無是非

彼所に而越年仕、警固衆に、長崎に御送り被

下候へと願申侯に付而、當二月晦日に、大嶋

出船仕、翌日三月朔日に薩摩之内、ゑらぶと

申所江着船仕、又ゑらぶに而も逗留之内、肴、

野菜色々、井薪申請候、同月廿六日に漸坊之

津と申所迄送り被下候、坊之津におゐても、

又々肴色々、霊漬菜、水、薪願請申侯、四月

六日に坊之津を出船仕、昨十四日に御當地仁

送り被届候、右之通去年歸帆之節ら、段々海

上之難に逢申候而、薩摩之地溪度々碇をお

ろし、剰彼地月歸唐も仕不申、永々日を送り

申侯事、私共も我と不届に奉存候、此儀御不

審に被思石上、種々御詮議被成候事、御尤至

極に奉存侯、殊に去年商寶仕不申候船に而御

座候に付、方々仁致俳個、御當地仁参申候ば、

商盲も可被仰付との旨意をふくみ、巧にて令

漂着、畢寛は御當地之商寶に逢可申、可爲企

之段、御穿鑿被爲成候、肌以左様成巧少も無

御座侯、此上は商寶之儀を奉願に而は無御座

侯、何とぞ船之すりたで、船道具、綱など之

用等被爲御赦免被下候得ば、身命を御助け被

下に而御座候、無左候而は、歸唐難成、迷惑

此儀に御座侯、且は是等之御慈悲を奉願度存、



私共船、南京松江府上海縣と申所月、山東膠

州と申所窪糸霞猪商實船之者共、都合拾四

人、去年八月十八日に上海縣月船を仕出し、

其節風並悪敷、漸九月十五日に山東膠州に着

仕、則彼地におゐて麗猪買調候而、南京松江

府上海縣仁乘歸り商實仕申筈に而、＋｜月廿

日に膠州出船仕候所に、不慮に洋中におゐて

俄に大風に逢、無是非運にまかせ漂流仕、既

に十二月に及、帆柱梶を折り損じ、諸色之船

道具も度々に浪に被取、船中之者共も別而相

驚候得共、可仕様無御座、十二月十一一一日、薩

摩領七鳩と申所に漂着仕、瀬方に船を乘り上

げ、船底損じ申、大分水入難堪有之候に付、

天を仰、助けを願罷在候虚に、幸其所月小船

を被差出、御救之ために、ロ通じ申侯者を以、

委細に私共漂流之旨趣を御尋被成候に付、其

節私共迄答申上侯は、私船曾而御貴國に商寶

・史料②‐Ａ・華夷変態（中・「一○‐－１⑭）

南京之内松江府上海縣月山東之膠州に之商船

逆風に逢薩摩に漂着之唐人共以誓詞申ロ之和

ケ

【事例一三

一六九五（元禄八）年十一一月十一一一日

中国船（十四人）↓？（七鴫）

於大嶋にも、達而御當地へ送り被下候様にと

願申侯、彌御憐慰奉仰月外は、別に可申上様

無御座侯、尤大清之様子は、去冬月歸唐不仕

船之儀に御座侯得ば、今年之風説、曾而存不

申侯故、可申上儀、少も無御座侯、

右之通、唐人共申侯に付、書付差上げ申侯、

以上、

辰四月十五日

唐通事共

Ｉ」患Ｉ

之志に而、乘参候船に而無御座侯、本月南京

境内猪商寶之船に而、不存寄逆風に逢、無是

非御領地仁漂着仕候と申侯、尤私共拾四人之

者共、井積置候寵猪を早々陸に御上げ被下候

様にと願申侯得ば、陸は御上げ□、其後彌風

波強く御座候而、船を難繋留、瀬方にあたり

及破船申侯、然虚に、追而從其所、水薪飯米

野菜等被下之、露命を助り再生之御恩と奉存

候、尤宿所に可仕所も無御座候虚に、早速江

邊にやらいを被仰付、｜船之者共一所に被召

置、其内を稠敷御警固に而、自由に出入も不

被仰付儀とも御座侯、然虚に三月十四日に御

船之御支度等御調候而、道すがら又々警固被

成、今日漸長崎に送届被成侯、但私共儀、元

來南京之者に而御座候、其内三人は數年以前、

御貴國に商實に参申侯に付、委細御貴國之御

制禁、尤御法度稠敷段、能奉存候に付、毛頭

も相背不申、第一天主教之儀、專稠敷被仰付

候段、南京におゐて委細皆々聞傳へ申侯、勿

論於大情にも、邪法徒堅く禁制之儀に而御座

候、依之兼而自分に書籍或は書簡等もむざと

乘せ置不申侯、船中之者共は、平生佛に而は

観音を信仰仕、儒に而は孔子之聖像を崇敬仕

來り申候、船中之荷物、過半は海上に而捨申

候、残り之盤猪漸壹萬斤余、弁に康煕銭拾六

貫文余相残り居申侯、其外少も日本商寶向之

物無御座侯、今度王上月被召出、稠敷明白に

終始之旨趣を御問被爲遊、其上持來候物微細

に御改被遊候得ば、申上侯口上に少も相違無

御座、就夫私共船大清におゐて之商實船に而、

曾而御貴國に趣（赴力？）申筈之船に而無之

候段、御見届被遊、御疑無之儀に御座侯、後

日誰ぞ脇月私共船不届之志を含、漂流に事寄

せ、薩摩領に乘参侯と申上る者御座侯は夏、

王上月如何様之稠敷御罪科にも可被仰付侯、

曾而違背申上間敷候、若少にても其志を含申



・史料③‐Ａ・雑録『追録２』い＆号

口上覺

來朝之南京唐舩一艘、唐人三拾七人乘、私領

内七嶋之内寶嶋に九月十一日卸碇侯、彼地之

儀者湊無之、長々舩を繋置候儀難成、當國之

地に送越候儀も順風無之時分之故、唐人共に

相對之上、同十四日琉球之内大嶋と申所迄、

案内相付差越申侯旨、在番之者共申越候、大

嶋致出帆候ハ、、其旨從琉球可申越候、先此

段申上候、右之趣長崎奉行衆に戊申越候、以

【事例三一

一六九八（元禄十一）年九月十一日

中国船（三十七人）↓宝島

候は宮、御貴國之大小之神祇之御重罰を罷蒙

り、其外種々之冥罰を請（受）、永く浮儀御座

有間鋪候、依之不顧憧、王上之御慈悲を奉仰

侯、遠國之商人共十死一生之苦難を御憐、格

外之御厚恩を罷蒙り、皆も命を相助り、御意

を奉待、御湊仁段々入津仕候商寶船仁、歸帆

之節便乞、故郷に相届、父母妻子にも逢申、

一家之者共湛安堵仕らせ、皆々危き命を御助

け被下、廣太夛二之御厚恩を生々世々感侃

仕侯儀、其限り御座有問敷候、依之誓詞を以

謹而申上侯、

元禄人年四月廿二日

船頭呉聖山

客周聖祥

舵工願老大

總管王伯才

水手下福

右之通、船頭井客役者共差上申候書付和ヶ差

上申侯、以上

唐通事共

ｌ旨『Ｉ

・史料③‐Ｂ・華実変態（下・巴全‐９余）

拾六番南京船之唐人共申ロ

｜、私共船之儀は、南京之内上海に而仕出し、

唐人數三拾七人乘組候而、去年九月朔日に上

海出帆仕、御當地仁赴申候虚に、同六日に於

洋中東北之大風に逢申、薑夜五日之問風波靜

り不申、船具悉く損じ、船上廻りも波に被打

破、既に沈溺之危き義どもに而御座候へども、

運にまかせ漂流仕罷在候内、漸同十一日に

少々風も靜り申候に付、薩摩領寶嶋と申所へ

流れ着申侯、此所より長崎之乘筋不案内に御

座侯、尤其節北風強く御座侯故、挽船を申請

候義も難成、殊に其邊船を繋ぎ可申湊も無御

座、｜船之者ども斗方を暮罷在候虚に、小船

壹艘被差出、琉球之大嶋深江浦と申湊へ被導、

同十日に深江浦へ碇をおろし申侯、其後順風

曾而無御座候故、無是非滞船仕罷在候内に、

富二月廿日に幸順風を得申侯に付、深江浦出

帆仕、御當地へ赴申侯虚に、又々大風に逢申、

危き仕合に逢申候得ども、運命強く、噺同廿

人日に薩摩領甑島へ漂着仕申侯、其節爲案内、

石火矢を打申侯へぱ、警固船被差出、稠敷御

守候而、則挽船に而段々御送り被成、今日御

送届被下侯、右琉球之地井薩摩領へ漂着仕候

より外、日本之地他所仁船寄せ申侯義無御座

侯、船頭戴子雲義は、六年以前に客仕参申た

る者に而御座候、乘渡り之舟は、去々年之八

拾九番船に而御座候、次に大清之義、去秋私

ども上海出船之剛、諸省共に彌太平之段傳承

申侯、大清當年之安否、諸所月來朝之唐人ど

も可申上と奉存侯、右之趣ども可申上より外、

別に異説少しも無御座侯、

上、

元禄十一年十二月四日

※窒図・召○号にも記載。



一、私共船之儀は、南京之内上海に而仕出し、

唐人數三拾八人乘組候而、去年八月十五日に

彼地出船仕、御當地仁赴申候虚に、其時分海

上殊之外風不順に御座候而、數度大風に逢申、

帆揖を損じ、既に沈溺之危き躰に而、運にま

かせ漂流仕罷有候内に、十月朔日に、又々逆

風に逢申候所に、折節山を見かけ申侯に付、

幸之儀と奉存、碇をおろし申侯、尤其節爲案

内、石火矢をうち申侯得者、警固船被差出、

薩摩領七嶋之内、諏訪之瀬と申所之由被申聞

候、其後山川と申所迄船を乘り入、稠敷御守

候而、於山川に日和を御見合、＋｜月五日月

挽船に而御送り被成候虚に、段々風不順も御

座候而、存之外海上日數を込、漸今日御送届

・史料④了Ｂ・華夷変態（下・巴岳）

壹番南京船之唐人共申ロ

仁、致漂着卸碇候付而、

右唐舩警固之者相付、一

無異儀御請取侯、此段一

元禄十二年正月十二日

・史料④‐Ａ・雑録『追録２』謡二万

口上覺

南京出之來朝之唐舩｜艘、人數三十八人乘外

壹人病死、十月朔日領内之七島之内諏方之瀬

襲致漂着卸碇候付而、先頃委細申上置候、

右唐舩警固之者相付、長崎仁送越、今月一一一月

無異儀御請取侯、此段申上侯、以上、

【事例四】

一六九八（元禄十一）年十月一日

中国船（三十九人・死亡一人）↓諏訪之瀬島

右之通、唐人ども申侯に付、書付差上申侯、

以上、

卯三月十五日

唐通事目付

唐通事

Ｉ皀函Ｉ

・史料⑤‐Ａ・雑録『追録２』ろ一号

口上覺

私領七島之内寶島に唐舩｜艘人數壹數廿五人

乘、奮臘廿八日致漂着、從南京東に差越候商

舩遭難風、帆柱損候問、相調度由申一一付、彼

島之儀材木無之候、殊湊虞無御座由申聞候虚、

帆柱無之候而者出舩難成候、縦致破損候共無

是非侯、命を助、長崎に差送候様一一と唐人共願

申侯、折節風波荒、其分一詰差置候ハ、、早

速令破損、唐人共可及溺死と所之者申談、人

家遠所一一小屋相調、同晦日唐人廿五人荷物共

陸仁卸、小屋に入置、外廻堅固園申付、薑夜

番之者付置申侯、唐舩之儀考湊無之虚に繋置

候二付、所之者共出精候得共、手一一及不申、去

月五日終令破損候間、唐人荷物共、所之小舟

餘多爲乘之、富國之地方に可送越由申越候、

右之旨早々可申遣と飛舩申付侯得共、時分柄

海上荒、漸此節當地紅爲相達儀一一御座侯、尤當

【事例五】

’六九八（元禄十一）年十一一月一一十八日

中国船（二十五人）↓宝島

被下候、右薩摩領に漂着仕候月外、日本之地

他所に船よせ不申候、船頭朱廣輿儀は、去々

年四番船月船頭仕参申侯、乘渡り之船は、初

而致渡海侯、次に大清之儀、私共上海出船之

時分、諸省共彌靜譲之儀共に御座侯、定而去

冬諸湊月來朝仕候唐人共、委細可申上と奉存

侯、於上海に聯相替儀無之候に付、余に可申

上儀少も無御座侯、

右之通、唐人共申侯に付、書付差上申侯、

以上、

卯正月三日

唐通事目付

唐通事共



■
￣ 懸凰至出送漂民響

國之地迄送來候者早速可申越旨、長崎奉行衆

仏御案内申達侯、先此段申上候、以上

元禄十一一年一一月廿二日

※四ｓ号・患哩号・含函号にも記載

・史料⑥‐Ａ・雑録『追録２』の＄号

口上覺

朝鮮國之舩｜艘人數四十四人乘、私領分七嶋

之内諏方瀬と申嶋に去年十一初十一日致漂着、

及飢渇候様子二御座侯付、飯米・水・薪爲取

之、番舩等付置候虚、以之外風波荒其上七嶋

之儀湊無御座、朝鮮舩井揖槐無之危候付、翌

十二日所之小舩共差出、朝鮮人陸に揚之、木

屋相調入置之番之者堅固付置、朝鮮舩之儀戊

所之綱碇を以繋留候虚、弥大波一一而所之者共

手及不申、同十六日夜終令破舩候、依之此方

舩｜孟其地仁送越可申侯、舩津之儀者僥捨可申

侯由書付差出、朝鮮人共より不残致僥失候問、

右朝鮮人共所之小舩餘多一一乘之、彼島在番之

者致警固、富國之地方迄送越可申由申越候問、

到着次第當地より警固之者相添長崎仁差送可

申侯、朝鮮人より差出候書付先達而到來候問、

早速長崎奉行衆に差越申侯、先此段申上候、

以上、

元禄十二（ママ）年正月十一日

（※実際は元禄十三年の口上党）

※のぎ号にも記載

【事例六】

一六九九（元禄十一一）年十一月十一日

朝鮮船（四十四人）↓諏訪之瀬島

・史料⑥‐Ｂ・同文彙考（巻三‐画呂の）

堀ア国綿虫去毬屯麟堺歳豚聖タヰＰ裏県酉圏

ｌ』電Ｉ

全
。
－
－

溺孤州牧孫加擬郵送諸長崎蕊司郎彫東都楯規附吾有

累三鼠猛一部

薄儀回敬統葹鰻亮蔚此不宣庚辰年六月日別幅

薄儀聯睦表蓮椋鋭翼恕榎不宣元緑十三年庚辰六月

羅道光州居民四十四口去久十月二十九日篤一般船潟一

司本月十九日韓解献州籍凛施衣特篝橘欽省議違例具

月十一日濃抜本卜州諏訪瀬舳艫悉推津吏抵瀞倶免

貿果米往慶尚道十一月朔日將向羅羅鳧綿遇遭石尤向

日別幅彩薔有跣叡盤十枚彰書五寸慶鏡一面赤銅』

見
物
己
目

質
何

・史料〔〉Ａ・華夷変態（下・い昌一‐巴缶）

〔薩摩漂着南京船口詞〕

興等草舟、白南京松江府華亭縣、千去歳九月

初三日、船上人衆通共一十九人、直往山東、

置有醜猪青餅黄苣紫草藥材等項、千十一月二

十六日、自山東開棹回郷、不意洋中突過鴎風

甚劇、損壊槐舵、随風瓢蕩、任運作主、至十

二月十一日、瓢至薩摩七鴫、其船幾乎沈落無

奈、船衆人等上岸救生、即有職役汎守、連日

風波甚狂、至十五晩、被西風吹断猫索、本船

打破、連貨並無一物存留、在干彼地求給米柴

菜蔬之外、毫不交易、謹遵怯紀、千四月二十

日、十九人衆、從彼地装在日本船護送、今日

方抵貴地、如同再造、蓮蒙主上吊問瓢泊薩摩

終始情節、及所禁天主教門之事、但興等爲遇

悪風、不得已瓢到貴國、別無臓心之學、所祀

古來正經佛補並無歸向邪教之徒燗若虚証、

甘受國法、興等自去冬在山東開棹、彼時大清

各省倶已太雫人民亦各安堵廠後安否消息、

想必自大情船販商人倶稟詳細、興等此回獲活

蟻命、墓爲厚徳、感恩無涯、但在郷父母妻子

不知興等去向未免晨夕悲傷敢懇主上仁慈、

【事例七】

’七○一（元禄十四）年十二月十一日

中国船（十九人）↓？（七島）
）

筒菱震一寶出舞好之厚．義薯霧鄭之饒

禮曹恭議雑書

上ｌ｜閉ｌ農Ⅱロ百ｃ東進示列劉甸「Ⅱ－同昂職Ⅶ及函叩十皮宴撞學

音居篇閉闘

かめ乙舵剛塑霞曝

ホ



。⑧‐Ａ・雑録『追録４』一の蟹号

私領薩摩國七嶋之内寶嶋之沖輕當七月九日

小舩壹艘相見得、漸々嶋近寄來侯付番人付置

候虚、夜中碇を爲卸様子侯得共難見分、舩出

之儀も不罷成候虚、翌十日未明右舩荒磯に打

寄、唐人四人陸仁上り侯、標來之次第相尋候

虚、廩門より台湾低渡候小舩人數四人乘組、

賞六月十三日達大風段々流浪、當嶋低漂來候

旨申出候付、舩相改侯虚、綱切舩底破荷物少々

有之、唐人共及飢様子侯故、食事等爲給加介

抱、人家迦小屋相調入置、外廻團入念番人堅

固附置、舩之儀者唐人依願僥捨、乘舩取仕立

替固之者相付、八月七日同國之内山川と申湊

に着舩侯、依之唐人井荷物等手舩を以、如例

警固之者相添長崎に可送越由、委細彼地奉行

衆に國元家來とも申達侯旨申越候、此段申上

侯、以上

寛保三年九月十六日 御名

※已話号にも記載

・史料⑧了Ｂ・一覧・巻旦⑰

寛保三癸亥年九月人日、薩摩より唐人四人送

來、船主蘇維富、五月臺懸より廩門に渡海せ

し所、薩摩領大島の内寶島にて破船の由送來

回郷、則興等父母妻子、

也、爲此謹呈ロ詞爲證、

【事例八】

一七四一一一（寛保三）年七月十日

中国船（四人）↓宝島

佑感遠商離郷已久、恩准俟候、附搭本港唐船

回郷、則興等父母妻子、感戴鴻恩、無有蓋量

（※以下、屋人

※層麗‐居霊に和文訳在り。

元禄十五年五月日

船主沈再興

（※以下、屋人の氏名は省略）

ｌ屋◎Ｉ

霞「全貼塞巫旦錦鑓裏晉古屋

【事例十】

’七四九（寛延二）年九月二十八日

朝鮮船（十一人）↓口之島

墨一雨君

・史料⑨‐Ｂ・長崎志一ｓ頁

（延享二年乙丑）閨十二月十五日薩摩ヨリ漂

流ノ唐人拾一人送來。但此本船樟州府龍渓縣

ヨリ山東二赴シ虚、十二月大風二逢破船、其

船頭黄裕吉ヲ始拾五人ハ端船二乘リ何虚トモ

ナク漂出タリ。此唐人共拾四人ハ水筒ヨヲ

リ）ノ中一一入數日海中一一標シ内、一一一人ハ凍死

シ、残拾一人薩摩領加世田村ノ内宇島二流着

シヲ助ケ送來。

・史料⑨‐Ａ・長崎志台②頁

（延享三丙寅年）正月十一日、去冬破船龍渓

縣唐人ノ内拾五人端船ニテ數十日漂上出薩摩

領七島ノ内平島一一漂着シヲ助ケ送來（通航一

覧巻匿のにも同記載）

【事例九】

’七四六（延享一一一）年十二月？日

中国船（四人）↓平島

（長崎志・長崎紀事）

※長崎志乞の頁に同記載

・史料⑩‐Ａ・同文彙考（巻三‐呂宅）

麺道山主Ⅱ

配耐時軍櫃、、汁圦ラバ１出晦肱堯国

風…運…罰

日難”露本‐升戯墜寧州七宣齢雅蕪函醗吹幸免縫へ露

菅…箪闇謹團

娼呵歸戟一一円菰司臥厄印所内厩隅川聿Ｐ声門司司畿則向

恒鍬中曽珂陛日治国訓
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旧敬統希崇照篇此不備

云一云推便逵届書帯珍既竹諦與浩清稚感慰交弁漂海人

州關娠窪湘調稠尹鏑碧同媚岬岼岼勵勵Ⅱ蝸辨鋼椚釦鮖

睡島主出送漂民書

脾傾腱詣ご歩聖蔦而必彦覗伍舗岬薗〈】活精謬炉威趣観起五

・史料⑫‐Ａ・列朝制度・下の三

一、諏訪之瀬島え朝鮮船壹艘、人數七人乘組

漂來、及破船、彼鳴より坊津・山川之間へ送

來筈候、右躰之節は、表横目壹人被差越候得

共、此節は差遣一一不及、横目勉方有之節は、

右雨所津ロ番所詰合之横目差寄可相勤侯、爲

差引唐船方受込兒玉主藏被差遣筈候問、申談

相勤侯様可被申渡侯、

右之通、大御目付へ相達、主藏へも可申渡候、

安永六酉四月

帯刀

【事例十二

一七五二（宝暦二年）

朝鮮船（十三人）↓？

一七七七（安永六）年一一月二十六日

朝鮮船（七人）↓諏訪之瀬島

・史料⑪‐Ａ・同文彙考（巻３‐巴①一）

【事例十二】

Ｊ加川三日虜

鯛川刮ユー碕呪Ⅲ一日Ｋ阿弘塵盲矛諦劃壷缶寡坐回里泊追加宛風餓百口【序戸印

琵長衛一襲司鞍

一決千年別日別幅舳岨１１１１

一月十二日

（七島）

単卯月巳閣』

￣ Ｃ
ﾑ
コ
ー

－
－
－
－
￣
－
－

・史料⑬‐Ｂ・一覧・巻旦Ｃ‐す

天明元辛丑年四月廿八日、薩摩より漂流唐人

二十七人送來る、但此本船福建省福州之船に

て、山東之内海陽縣に赴き商寶を遂、於彼地

大豆、緑豆等を積、去子年十一月十七日歸帆

之虚、於洋中大風に逢流れ標ふ内、同廿六日、

薩摩領七嶋之内平島といふ所にて破船致す虚、

船頭陳宣春を始め一船之者救揚られ、當丑三

・史料⑬‐Ａ・｜覧・巻旦Ｃ

天明元辛丑年四月廿八日、去子年十一月廿六

日、薩摩領平島にて（河邊郡に属す）破船せ

し難商、長崎に送り來る、よて歸唐船二船に

分ち送らしむ。

【事例十三】

一七八○（安永九）年十一月二十六日

中国船（二十七人）↓平島

】ヨ蝿刃眉

阿丈瀞奄周ｉ嶺繭烈耐一一一十四荊厨

ｕ，鋸詐鐸穿睡匹』鱈、▽〈濁罫壷斤挫廼矢、裁恨蝋函与認

史料⑫‐Ｂ・同文彙考三

晶工月々一父京係喜只國全羅護逼塞息堀尾民坐

閏目星一逃脚里裟喉葬竿零宅而時一鐘回生が竺丁耀巨窯

史一選雷閂芳匙鰍嘗遜墜鶴堂諦酋色沽祷川瀞咋溺隠が一目

茄票諺津川中者凡十日皿灘璽躍歯

日葬震鮖漣》

宋加縢血送諸長噛使活｛泪問桔削

一義昌道停訂譲些

目本土劇

浦丁閣

Ｉ

目、・７列ロ

顧旦、鋤脈佳叉畔申Ｐ万奴

四人月日馴｝隈『

ユ】．舐必乞〉ロー日・ロゴに』・’７］ユ詐声

Ｒ台賞油圀瞥十面



・史料⑭了Ｂ・｜覧・巻旦Ｃ

寛政元己酉年五月廿日、薩摩より漂流唐人、

三十四人送來る、但此本船福建省福州府閨縣

船主林調泰船にて、去年夏、遼東之内錦州へ

赴き商寶を遂け、彼地にて大豆を調へ、＋月

廿二日、同所出船致虚、十一月十七日、山東

沖にて、俄に西北の風をこり、橋を折揖を取

られし故、荷を捨空船にて數日漂ひ、十二月

一一百、風烈敷本船打碑し故、橋船に乘移り、

風に任せ漂ふ内、磯邊に吹付られ、皆々磯へ

上りしに、此所薩摩國七島之内、諏訪瀬島と

いふ所なり、此所に滞在致し、富春日本船二

艘に乘組同所出帆、三月廿八日、同國山川湊

へ着、四月十八日山川出船、今日當湊へ送届

らる、依之翌日廿一日、館内へ被入置、申二

番船同三番船出帆之節、便乞歸唐被仰付、尚

又船中糧米として米一一一十俵被下之（以上、

長崎志續編）

月十七日、同國山川へ差送られ、日本船へ乘

移り、今日當港へ送届らる、右唐人之内、十

四人は子五番船、十三人は子六番船より便乞

歸唐す。

。史料⑭了Ａ・｜覧・巻竺Ｃ

寛政元己酉年五月、去戌年十二月一一一日、薩摩

領諏訪瀬島に（河邊郡に属す）破船せし漂民

送り來る、よて歸船二艘に分ち送らしめ糧米

を賜ふ。

【事例十四一

’七八八（天明八）年十二月一一一日

中国船（三十四人）↓諏訪瀬島

【事例十五一

八○四（文化元）年二月五日

Ｉ」缶Ｉ

冊餅

謹個密韮な餉鐙

【事例十六］

’八一三（文政五）年十一一月十四日

朝鮮船（十一人）↓中之島

篭澗燗磯蘓瀬鰄；

朝鮮船（十五人）↓宝島

・史料⑮‐Ａ・同文彙考（巻四‐台ご）

・史料⑯‐Ａ・同文彙考（巻四‐台望）

、］‐，阿訓ロツ四歳目Ⅱ，、｜ブ、宅曰

静水‐笠－－ｔ□

脾旺幽胆室圏十へ星盲

製州価箸〈給衣絞移載我船鹸

醐日会種子Ⅱ川‐ヰー自

ロ出冒帖価．〃ハエ白土王単泊臣民国咽。●官ロヨ呵也城陽餡脚

』巳刈。〒仁平爪調

絹本靴二女来訪羅州親共因厘大耕

》靜獅帳托爬麗〈序梧介抑雪

側附朏倉目

叉は臥韮臼雁刎ユ以鰯

喧逵里願坐護壁】錘包

土。

貴自画繋師獅之日略誰罹歌人凰以苧△

劃ＬＬ塞認碩醐曰可臨か低后一一八土ョ

罷瘻酉屈

声不丁・一木ｏ泉．全額刎鈎Ⅱ山

臣パ

日向］帥昨・之繊不一殉司瓜己

侭豊山曹虹へ回祷一向瓜繭ｗ磨く宣く漁

置久寸庵崖軟】百険遼二可

岬損括汝帆奪措風一目』

冨汚三ｍ白山三等副三厩肥川ⅢｍＮ己勿酷安

中，生

恢遅圷鐘謬自同ロ旬十Ｉ側『回閂釧刈喜

ｌｌｌｌｌｌ

甲壹一丁年十一月『ｐＨ別

湯一一日Ｎ五日匡示副司症

目印別一閲臘譽

司良’△ロ・杉ハ塵海

迩壺宅曽二圏全一躍陞週一霊

……慶蔓

、国軍一塵万一稲

」 ;１ 幅

凛国贄



…閃

括人今年六月十七日爲奥飯與其叔及従兄白山河浦蚤

央能至此委折什在价舌別録非儀馴涯謝梱統奥盛諒篇一

肋持者銀子銭文等物一一十種也蕊給衣籟順付蹄船主潟一

舌管問情則自瀞其名権共衛而以日本圏薩摩州諏方鼻

羅墓瀞州地一一人久而一人生我朝たふ遊付沿海州縣縛

致莱府即接東莱府便馳鮮十一月十五日漂人到不府遁一

船何恵兄島遇狂風船破其淑及従兄鮮戚果樹係牲命一二

兵

云云緬椎歳慕動止沖廸蕎迩一尺深須渚貴国人漂到我全一
邇禮曹撫議押還漂倭書

島一正潮曇ヨ

・史料ｉＩＡ・雑録『追録３』ろ号

全上

去月廿九日之貴翰乍御報致拝見候、先達而申

上候朝鮮國仁致漂着候御領内諏方瀬（大島郡）

之中村權兵衞儀、御吟味被成候虚、弥御領内

之者紛無御座侯由、依之請取之者追而御差越

可被成旨、猶又御家來中月戊委細致申越致承

知候、恐慢謹言

正徳二年四月七日

（長崎奉行）大岡備前守清平判

（同）駒木根肥後守政方判

松平薩摩守様

※弓号にも記載。

【事例ｌ］

正徳元（一七一一）年

諏訪之瀬島人三人（一一人死亡）↓朝鮮

・史料ｉ‐Ｂ・同文彙考（巻一一一‐塁ミー皇孟）

（二）トカラから中国・朝鮮への漂着

琿固壺亦琲頑告示劉矧』麺ざ」毒具北汀珠緯

志三十五標風 十

山：

ｌ］缶Ｉ

悪運藤閉灼調境川毒手侯刑一主鉋劉争瑚住」弔覗莞孟倒麹痢厳

。史料ｉ１Ｂ．｜覧・巻９，

從薩摩唐國に漂着仕候者共、吟味仕候趣申上

候覺

薩摩國河邊郡泊浦之者

浄土宗船頭 傳兵衞戌四十六歳

同國同郡七島之内諏訪之瀬島之者

輝｛示水主 仲兵衞戌五十六歳

。史料Ⅱ‐Ａ・雑録『追録４』一ｍ三号

覺嶌

七鴫諏訪瀬舩五百七拾石積一艘

舩頭伯浦人傳兵衞

水主拾九人

右者去シ年申十月、大隅守藏方仁相納候筈之

米積廻として、琉球仁罷下候節、琉球之使者

今歸仁按司と申者乘舩一一両罷下候段、相違無御

座侯、琉球一一而八重山鳩より壺物積入、去酉七

月出帆仕候虚、於洋中逢大風舩乘沈、乘組之

者共橋舩に乘移、漸致助命、唐國に漂着仕侯

儀、舩頭・水主申上候之段承届候虚、相違無

御座相当、以上、

松平大隅守内

大脇正兵衞（為貞）

寛保二戌年五月廿六日

※』舌『，」臣○号・』、崖‐屋号・屋器号・』缶○

号にも記載

［事例Ⅱ］

寛保元（’七四二年

諏訪之瀬島船（内２名は琉球人）↓中国

曲豆維コロヵ鞭薙毒瞬時寄呈窒囿

晶国」垂十壁弼畦

則日

日刷偏料鬮中溜閉

皀兀」ロゴ丑示・・

ｐ；（》



薩摩國河邊郡七島之内諏訪之瀬島之者

禅宗水主 與左衞門戌三十五歳

同國同所之者

同吉示同 彦次郎戌二十四歳

同國同所之者

同一示同 覺内 戌四十四歳

同國同所之者

同宗同 吉兵衞戌三十八歳

同國同所之者

眞一一一戸宗同 十太郎戌二十四歳

同國同所之者

浄土宗同 彌左衞門戌五十四歳

同國同所之者

同宗同 蓮右衞門戌五十六歳

同國同所之者

同一示同 庄太郎戌五十六歳

薩摩國河邊郡泊浦之者

禅宗同 長助 戌四十八歳

同國同所之者

浄土宗同 長吉 戌二十七歳

同國日置郡串野木浦之者

輝宗同 庄左衞門戌四十三歳

同國揖宿郡山川町之者

同宗同 松次郎戌二十六歳

同國鹿兒島郡鹿兒島町之者

浄土宗同 藤次郎戌二十八歳

大隅國大隅郡小根江（占力？）町之者

輝宗同 長右衞門戌四十歳

同國同所町之者

同宗同 平兵衞戌六十歳

同國同郡大根江（占力？）町之者

同宗同 長人 戌三十歳

琉球國之内那覇百姓

輝一不一雇水主金城 戌二十七歳

此者儀は、唐國仁致漂着候節、日本人之禮に

仕、金右衞門と爲名乘候者、

１房』Ｉ

右は、松平大隅守領内薩摩國之者共、去酉七

月廿八日、唐國舟山に漂着仕候虚、入津の四

番船乘せ渡、去る廿日當湊に着岸仕侯付、右

唐船主井漂民共、翌廿一日より呼出、宗旨の

儀相尋踏繪申付、唐國に漂流之次第、井彼地

逗留中の様子、委細遂吟味候之趣左に申上侯、

右薩州より出候船頭水主共儀、從琉球大隅守

城米爲運送、去々年申十月十二日、從薩州鹿

兒島致出船、同廿五日琉球に着船、去酉三月

二日琉球出帆、同十五日同國の内八重山島と

申所迄着船、同六月六日迄彼所に罷在、米粟

五百三十石積入、同八月彼島出帆仕候虚風悪

敷、同島の内川平湊仁着仕滞船、同七月五日

同所出船走候虚、同九日辰巳風罷成侯に付ま

ぎり走、翌十日辰の方風烈敷、何方へも難乘

着、風に任せ走、同十一日別て風波強、橋許

にて吹流、同十二日猶又風烈、積荷物段々刎

捨候虚、艫の方破汐入候故、随分働候へとも

難凌、本船乘沈、二十人の者漸端船に乘移、

同十一一一日は就中風甚敷、端船も五六度水船に

相成候故、精出垢を取、同十六日迄風に任せ

流罷在候、翌十七日辰巳風に相成、西の方島

見出へ其所仁乘掛候虚、大波當端船打破、漸

島仁揚り命助り候へとも、及飢渇榮、其夜は

島の蘆原に臥候よし申侯、

｜本國出船の節、船頭水手二十人にて侯虚、

其節の本船頭琉球國にて病死仕、水手の内傳

兵衞と申者船頭に罷成、水主不足に付、琉球

國の者一厘水主差加、二十一人にて琉球出船仕

候虚、於洋中本船乘沈候時分、小船は乘移候

節、｜人は乘残り溺死仕候よし申之候、

琉球國之内那覇百姓

輝一示一雇水主呉屋

此者儀は、唐國仁致漂着候節、

仕、五右衞門と名乘候者、

戌四十歳

日本人之鰐に



一右十七日に揚候島、唐國の内と心附候故、

琉球にて雇候水主両人は包丁にて髪を切、日

本人の鵠に仕名を巷、於唐國は琉球の者と申

儀、終始不申由申之候、

一翌十八日、右島の内山方に登侯得は、人一

人見付侯虚、又三人連にて参、其跡に十四五

人鳶口山刀杯持來候に付、何國と申虚に候哉

と尋候得とも、ロ僻不通、手品にて、致破船

漂着の様子を告候得は、合黙仕、五六町程召

連参、漁小屋鵠の小屋へ入、粥を給させ少々

氣力も附侯へは、言語不相通、筆談にて少少

相通、同月廿七日まて彼地に罷在、右島にて

介抱に相成候よし申之候、

｜廿七日八時頃、從彼島唐船に乘らせ出帆仕、

船中飯米杯致用意通船仕、同廿八日地方に船

を繋揚侯へと申、乘せ送候船中の者一人致案

内、家三軒有之其中の家仁引渡、送船の者共

は相歸侯よし申候、

｜右参着いたし候家より案内一人附、道法三

里程罷越候得は、川湊にて番所鵠の所も相見

侯、地下人等人數餘多罷出侯得とも、言語又

は筆談も不相分、手品にて相分、其村の者肛

引渡、案内人は歸候由、其跡にて食事等與へ、

番所の外仁臥居候虚、其以後番所を明、其内

に入、火を燈し、置候由申侯、

｜翌廿九日唐人二人参、朝飯給させ、五シ過

頃案内二人附副、’一一十町程参侯へは、大身の

者居宅と相見江候所仁立寄せ、此所にても粥

杯給させ致丁寧候よし、夫より又山を越峠を

参掛り侯虚、城の様子に在之所にて蟇頃に罷

成候、番所有之、其内は城内の鵠にて、官人

以書付、何國の者、如何様の子細に付漂來候

哉と尋候故、薩州松平大隅守領内の者にて、

本船積荷持は、從國主上方に登せ米にて候段

申侯虚、於何國何月幾日積入、出船の場所等

の儀も相尋候故、薩州湊より去酉七月七日出

１房、Ｉ

帆候虚、連日日和悪敷、段々追日風波烈相成、

乘船及破船、端船にて漸二十人の者助り、十

七日迄洋中に標、小島に流着候讓申達候段申

之侯、

｜右尋の事相濟、夕飯等の支度申付、夜に入

右の所罷出、宰領附副五六町程蓼候、堂有之

所に入、番人も附置、夫より日々朝飯支度、

右從官所申付侯様子にて、菓子等迄給させ候

よし申候、翌晦日又二十人とも罷越候得の由

にて、宰領二人召連参候得は、城内の様子に

相見候所仁罷越候、此所にては石火矢を打、

鐵砲鑓弓割竹棒杯、雨頬に大勢固め罷在、二

十人の者致二行、右中道を歩行仕、屋形前へ

参候得は、其所の主と相見候官人罷在、本船

乘捨橋船にて場り候次第尋候故、前段の通挨

拶仕候虚、承届候禮にて、又元の堂に差戻し、

日々食事茶たばこ迄、諸事致丁寧置侯よし、

此所舟山と申所と承り候旨申之侯、

｜去十二月四日迄右之所に罷在、日々丁寧に

介抱相成、同五日漂流人とも－船に乘せ、宰

領の者一人乘組、從舟山出帆、翌從六日日々

陸路、或は川船に乘せ、町屋等有之場所、又

は城構の艫に見候所も有之、魚櫓も有之、石

橋鐵門杯も相見候所も罷通、同十三日朝五時

頃、乍浦仁参着、此所にも城構の様子に見候

所有之、漂來の者を引請者侯と相見、乘候船

仁罷越、此所留置候筈の由申間、木綿沓足袋

杯銘々にとらせ、其後陸に場、客屋之様子に

有之所に入置、毛蟹筵等を敷、料理も丁寧に

申付、酒肴菓子迄給させ、三官と申唐人其外

二一一一人介抱附、二階座敷を居所に申付置、蒲

團其外枕たばこ盆迄日本用に致支度、木綿布

子もとらせ、三官と申者彼是と懇に致介抱候

よし申侯、

｜同十五日朝、乍浦官府に出候様申聞、三官

其外宰領附添罷越候、城内に入侯得は、左右



に帯刀の者餘多罷在、其中を通、官府の前は

罷出候虚、三官を以相尋候は、薩州の者にて

候哉と申に付、前段の通漂流の様子申達候虚、

又以三宮府申聞候は、食物肴等迄も用意申付

置候問、致安堵可罷在候、來春は日本仁可差

戻候、其旨心得侯様にと申聞、其後酒猪羊等

とらせ歸候得之由申渡、右之旅宿に戻り罷在

候虚、又々蒲團杯送り、たばこ鼻紙等迄、不

絶不自由に無之様致し置候之由申候、

’四月二日迄、乍浦旅宿に罷在、同日此度入

津の唐船に乘船可仕よし申に付乘罷在、當月

十日出帆、同廿日當所に着岸仕候旨申侯、

右、漂流の者共詮議仕候趣、書面之通御座侯、

以上、

戌五月

寛保二年五月廿日、四番乍浦出梅雲閣、魏徳

卿船より、薩摩者二十人送來、

｜此者共五百七十石積船二十一人乘り組、去

酉六月出船せし虚、七月九日風波甚しく、本

船水込に成し故、端船に乘移る、其節一人溺

死し、數日大洋に標ひ、同十七日唐國樵山と

云所に流寄り、船は打砕け、瀬の上に瀞き付、

磯邊に場りしに、其所の漁人共介抱し、同廿

七日小船より舟山に送り、同晦日總兵の官所

にて、漂着の次第尋問あり、又知縣の官所に

出、価て總督巡撫より帝都に奏問あり、數月

を經て、此者共日本に可送遣旨勅許有之由、

十二月五日舟山より乍浦に送られ越年し、當

五月十日乍浦より出船し、同廿日當湊に着船

せり、御吟味の上、薩摩聞役に被預置、江府

御窺の上、御下知有て本國に歸しむ、

【事例Ⅲ一

寛政十一二七九九）年

薩摩州麻兒島人船（二十六人・七人死亡）↓

ｌ」患Ｉ

鐇勿此委告統命裳亮不備己永年十月日

人則弁與松晒衣封代載他船韓式護送於九月一一十六日

陰爬瞬率掴喧函Ｐ七・八筍

：一隻標到震全…霄冊産義

束到牛巌取考部牌係是燕疑冬人等弁資給衣服順付歸

欽癌示意帥輔勝東武洙用嘉歎欄非降好何以至此綾悉

麻兄鳥居民一船一一十六口去歳と月一一一日漂人貴国全羅

笂木砂糖穴水存篦湯序渡

胸Ⅱ泥㈹生川匪朧蓮喧舌古向問睦旧訓

付我箆司送還而船械権破之時其中溺久者セロ亦皆抑

云云達厚恩書伏審貴國清寧無任欣慰弦者本邦薩摩州

漏愈悪聯調覆没故跳下波

【】今正二小等親叩小⑨巴且Ⅲ【面

朝鮮

【事例Ⅳ］

文政六〈’八二一一一）年

薩摩鹿兒島居民六人↓朝鮮
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咲琲吹痕吻純肺僅餐怖扉

星椎蓬届寵覆電蕊何審啓居猜誕慰潟艮深漂民津
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統希照亮不倫乙酉年一一月日別幅醐細桐壮
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鴎因地方官出救人命得全今飴回泊れ

昨Ｅ塞互印ヒユロ・炉１鍛府權脂噸

禮曹添議等書

州に漂着）

◎延享年（弓会年・乾隆Ｓ年）

七嶋平島舩（延享元年に琉球に行きその後奥

・雑録『追録４」匡忌号

去冬薩州七島船主長兵衞在薩府渡船於琉球國、
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然琉球人運天親雲上・伊良皆親雲上亦在薩府、

欲歸國從者・眼伴等總十九人駕渠船焉、及放

洋不意道暴風、迷惑矢針路、瓢蕩數月而今歳

延享二年五月六日漂到奥州牡鹿郡寄磯濱、領

主閏之稟執政、琉球人十九人自奥取陸護送江

府、同年六月二十九日到吾芝邸、故以使番種

子島宇左衞門通教護送之回國、同年七月十九

日發江府取陸、同年八月二日到大阪駕船、著

薩州、同年九月朔日入覧府琉球館笑、本船者

加修理、自奥直歸、帆也、

※四局⑦号・匡弓号・画〕浸号・山］山①号にも

記載。


